
◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 本日の会議は、議事日程第４号によって進めます。 

 日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 菅野修一議員、２番 星川薫議員、３

番 安井一義議員、４番 大類好彦議員、５番 小関

英子議員、６番 塩原未知子議員、７番 伊藤浩議員、

９番 鈴木清議員、10番 和田哲議員、11番 菅野喜

昭議員、以上の10名であります。 

 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力のほどお願いいたします。 

 まず、７番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤浩

議員。 

〔７番 伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ９月定例会に当たりまして、一般質問の機会をいた

だきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今年は心配された大雨の影響も、尾花沢市ではほと

んどなく、特産の尾花沢夏スイカも、天候に恵まれ、

高値での取り引きがされたと伺っております。スイカ

農家の皆さんの苦労が報われた作柄となり、大変うれ

しく思っております。そして実りの秋を間近に控え、

田んぼの稲穂も日ごとに黄色く色付き、頭を垂れてお

ります。このあとも収穫が終わるまで、大きな災害が

ないことを願わずにはおられません。そんな思いを込

めながら、先の通告にしたがい質問に入らせていただ

きます。 

 まず学園都市構想について、３点お伺いをいたしま

す。 

 １点目でございますが、これまで候補地として検討

されてきた場所が５ヵ所あるわけでございますが、現

在どのような検討状況となっているのかお伺いいたし

ます。 

 ２点目、令和９年度の開校を予定している小学校と、

完全統合された時点における中学校のあり方でござい

ますが、吸収統合ではなく、スクラップ＆ビルドいわ

ゆる刷新された学校として、新たにスタートすべきで

あると考えますが、いかがでしょうか。 

 ３点目、尾花沢市小中学校のあり方に関する基本方

針（案）の地区説明会が終了し、次のステップとして、

各小学校区単位の検討委員会が組織され、方針案の検

討が始まっていると思いますが、その進捗状況につい

てお伺いをいたします。 

 ２項目目の質問に移らせていただきます。 

 農業を取り巻く諸問題について、３点お伺いをいた

します。 

 １点目でございますが、今年度の市内の新規就農者

の状況はどうなっているのかお伺いをいたします。 

 併せて市外からの移住者を含む新規就農者を増やす

ために、どんな政策が必要と考えておられるのかお伺

いをいたします。 

 ２点目でございますが、冒頭に申し上げましたよう

に、まもなく水稲の収穫作業が始まります。今年は７

月の天候が順調に推移し、作柄も大きな問題はないよ

うでございますが、今後の売り渡し価格がどうなるの

かが、農家の皆さんが一番心配されていることであり

ます。市当局として、現在の米価情報をどう捉えてい

るのかお伺いをいたします。 

 ３点目に農業委員会の中間管理機構において、本年

度の相談件数とその概要についてお伺いをいたします。 

 併せて農地の集積率はどのくらいになっているのか

伺います。 

 ３項目でございますが、脱炭素社会に向けた取り組

みについて３点お伺いをいたします。 

 １点目でございますが、現在進められている尾花沢

市環境基本計画改訂に向けた作業の進捗状況について、

お伺いをいたします。 

 ２点目に、現在市内で進められている再生エネルギ

ー開発の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 ３点目でございますが、５月６日に行われましたゼ

ロカーボンシティ宣言の一般の家庭レベルの活動に、

どのように展開されていこうと考えているのかお伺い

をいたします。 

 以上、質問席からの質問とさせていただきますが、

答弁をお伺いして、再質問をさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 おはようございます。ただ今、伊藤浩議員から大き

く３点についてご質問をいただきました。学園都市構

想については、教育委員会より答弁いただきます。 

 次に、農業を取り巻く諸課題についてお答えします。 

 まず、本市の新規就農者についてですが、市外から

就農目的で移住し、今年４月に就農された方は３名で

す。新たに研修生として迎え入れた方が２名で、２年



後の就農を目指し研修を開始しています。 

 また、親元就農の状況として、人・農地プランに農

業後継者がいると位置付けられた中心経営体は136経

営体あり、直近１年間で14経営体増加しています。近

年、経営を継承した若手農業者は、法人を立上げ、社

会的信用を得つつ、経営規模の拡大を図っている方も

多くなっています。従来の品質を追求する栽培のほか、

鮮度や品質を維持し、消費者に農産物が供給される流

通ルートの開拓や拡大を図るなど、後に続く方の手本

となる魅力的な経営がなされています。 

 本市農業の持続化を図る上で、このような新規就農

者、いわゆる意欲的な農業の担い手の確保対策は大変

重要な位置付けにあり、国や県の支援策に加え、本市

独自の尾花沢市儲かる農業支援事業を前面に打ち出す

ことが、目的達成のための一番の近道であると考えて

います。 

 今年度から、夏スイカ生産量日本一である、尾花沢

スイカの生産基盤の強化を図るため、新規就農者や家

族経営の継承者が行うスイカ経営に対し、必要経費へ

の補助を最大100万円まで拡充し、好評を得ています。

また、ＩＣＴを活用した農業経営を望む経営体への支

援も拡充したところです。今後も尾花沢の地域特性に

合った独自の魅力ある支援策となるよう、研究してま

いります。継続して尾花沢の魅力ある農業を広く周知

していく必要があり、全国で就農を目指している方や

本市出身者、ＩＵＪターン者に、本市の独自性と優位

性のある施策情報をお届けする必要性があると感じて

います。そのためには、多様な媒体を通じてＰＲして

いくことが必要です。これが本市で就農する動機付け

になり、将来の本市農業を支える人材育成につながる

と考えますので、今後とも創意工夫を重ねながら情報

発信し、関係機関と連携して、本市農業を将来的に支

える担い手の育成、確保に努めてまいります。 

 次に、令和３年産米の価格情報についてですが、主

食用米の価格はほかの農産物同様、需要と供給のバラ

ンスで変動します。毎年の６月末の民間在庫量が米価

と相関しているといわれており、令和２年産米では前

年より19万トン多い219万トンでした。また、８月31

日には、農林水産省から山形県の今年の水稲作柄概況

が、やや良、の見込みである旨の発表がなされ、在庫

量が増えている状況に加え、平年以上の収量となる見

込みです。 

 一方、米の需要は低下しており、最近では新型コロ

ナウイルスの影響もあり、予期せぬ需要減少となって

います。 

 このように需要の減少に対して、供給過多になると

予想されることに加え、今年産米の概算金額が前年を

下回っている報道もあることを考えますと、県内の令

和３年産米の米価は、昨年よりも下落することが予想

されます。 

 次に、農地中間管理機構への相談件数ですが、年度

途中ですので、令和２年度の実績でお答えします。 

 昨年度の貸し出し申出者数は89名で、農地中間管理

機構が利用調整を図り、賃借契約が成立した件数は75

名分です。 

 次に、農地の集積率については、農林水産省が基準

としている本市の耕地面積5,360haのうち、これまで

担い手へ集積された面積が3,824haあり、集積率は

71.3％です。これは、県内では11番目、村山管内では

一番集積が進んだ結果となっています。 

 今後も、本市としても土地利用型農業の持続的な発

展を目指し、農地中間管理機構による農地の出し手と

受け手の円滑なマッチングを推進し、集積率の向上を

目指してまいります。 

 次に、脱炭素社会に向けた取り組みについてお答え

します。 

 １つ目の尾花沢市環境基本計画改訂に向けた進捗状

況についてですが、第１回の環境審議会を７月15日に

開催し、11名の委員に委嘱状を交付するとともに、県

の環境エネルギー部長より、第４次山形県環境計画に

ついてご講演をいただき、その後、基本計画の概要と

作業体制及びスケジュールについて決定していただい

たところです。また、環境基本計画の改訂に当たり、

支援事業者を、公募型プロポーザル方式により、８月

11日に決定したところです。８月31日には、第２回の

環境審議会を開催し、尾花沢市内で計画されておりま

す風力発電事業予定地の視察を行ったところです。今

後、周辺部の環境への影響を事前に調べる環境アセス

メントの中で、県から意見照会があった際には、審議

会委員の皆様より意見を頂戴し、対応していく予定で

す。 

 次に、市内における再生エネルギー開発の現在の進

捗状況についてお答えします。 

 尾花沢市内における再生可能エネルギー開発につい

ては、すでに運用が図られているものとして、県企業

局による鶴子ダムを活用した鶴子発電所と、同じく鶴

子ダムの水を利用した村山北部土地改良区による村山

北部発電所があります。計画中のものとしては、小水

力発電が１件、風力発電が２件あり、全て民間事業者

による事業となっております。 



 計画中の小水力発電事業については、中沢川からの

取水により発電事業を行うとして、令和２年度中に水

利使用や道路占有等の各種手続きを完了し、令和３年

８月には中島地区及び中刈地区と事業者との間で、収

益の一部等を地元還元する内容の協定書の締結を行っ

たと伺っております。 

 工事については、現在、取水口及び導水管埋設工事

を行っており、年内の竣工を目指していると聞いてお

ります。 

 風力発電事業については、仮称、宮城山形北部風力

発電事業として宝栄牧場での計画と、（仮称）山形尾

花沢風力発電事業として、モトクロス場及び大谷地沼

周辺での計画が進行しております。両事業とも環境ア

セスメントの手続き中であり、現段階では、環境影響

評価方法書の公告縦覧が完了し、現地での風の状況を

初めとした各種調査を行っているところです。 

 また、環境影響評価方法書の縦覧の際に、住民等へ

の説明会を行うこととなっており、（仮称）宮城山形

北部風力発電事業については、令和２年２月に母袋地

区において開催されております。（仮称）山形尾花沢

風力発電事業については、寺町、銀山、鶴子地区での

開催を計画していましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響で開催にいたっていない状況です。市として

は、事業の推進に当たっては、地域の方々からのご理

解が不可欠ですので、関係地区への必要な説明会の開

催をお願いしております。各事業者も新型コロナウイ

ルス感染症の状況を考慮しながら説明会を開催し、地

域や関係者の理解を得ながら進めていく考えのようで

す。 

 今後とも情報収集に努め、議会の皆様とも情報の共

有を図りながら対応してまいります。 

 ３つ目のゼロカーボンシティ宣言に係る一般家庭へ

の展開についてですが、現在進めています尾花沢市環

境基本計画の改訂では、大きく４つの視点で取り組ん

でいくこととしております。 

 一般家庭における具体的な取り組み内容は、大きな

視点の１つであるリサイクル体制の強化と、ごみの削

減です。これらを効果的に推進していくためには、併

せてもう１つの視点である、ゼロカーボンシティの実

現に向けた市民運動の展開、さらに重点項目として、

市民の意識改革、行動変容、ライフスタイルの変革に

向けた取り組みを強力に推進していく必要があります。 

 そのためには、現状の課題や今後取り組むべき事項

を、市民の皆様にわかりやすくお伝えすることが重要

ですので、環境省の国立環境研究所にて公表されてい

る市町村ごとや家庭からの排出量などを参考に、具体

的な数字等も示しながら周知を図ってまいります。 

 また、併せて市民運動を醸成し、喚起していくため

の仕組みや支援方法も検討してまいります。まず手始

めとして、今年度10月下旬に区長会と衛生組合連合会

の合同事業の中で、ゼロカーボンシティの実現に向け

た取り組みや家庭での省エネ対策といった内容の研修

会を開催予定です。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 私のほうから、初めに、候補地の検討状況と各地区

の検討委員会の進捗状況についてお答えいたします。 

 まず候補地については、先の３月定例会の総括質疑

でお答えしたとおり、消防署、警察署の北側周辺、診

療所と長寿園の北側周辺、尾花沢農産加工の北側周辺

の大きく３つのエリアに、候補地となりうる場所とし

て５ヵ所抽出されております。その後の候補地として

の検討状況については、抽出された候補地５ヵ所につ

いての追加調査を実施しているところです。 

 具体的には、候補地５ヵ所それぞれに対して、建築

基準法などの法的規制の調査、スクールバスや徒歩通

学でのアクセス環境の調査、候補地周辺の環境につい

てなどの情報を収集し整理しております。 

 また、これとは別に、そもそもの小中学校の再編統

合に関する各地区での検討委員会の進捗状況について

は、現在、各地区に検討委員会が設置され、基本方針

案についての協議が進められています。５地区とも、

第１回の会議を開催し、検討委員会の委員を決定し、

これからの進め方について確認を行ったところであり、

今後、各地区において保護者や地区民の意見を集約し、

地区としての意見をまとめていただき、12月上旬を目

途に報告していただく考えであります。 

 今後については、検討委員会でまとめられた各地区

の意見を踏まえ、本市の小中学校のあり方について方

針を決定していく考えです。その上で、まずは、新た

な小学校の建設に向けて取り組むことになりますが、

建設候補地の選定に当たっては、教育環境の視点や、

まちづくりの視点など、さまざまな角度から検討を重

ね、市民の皆様のご意見をいただきながら取り組んで

まいるつもりです。 

 次に、統合される予定の小学校と中学校の基本的な

あり方について、新しい考え方で学校づくりに取り組

む必要があるのではないかとのご質問です。これは統



合することで、複数の学校が１つになって教育活動を

行っていくことになりますので、各校の歴史や教育方

針を踏まえた上で、新たな学校として、教育目標や学

校経営方針を掲げ、すべての児童生徒が、新たな気持

ちで生き生きと、そして充実した学校生活が送れるよ

う取り組んでいく考えであります。 

 そのためにはまず、４月に市の考えとしてお示しし

ました基本方針案について、保護者や地域の方々方よ

り、これからの本市の子どもたちにとって、望ましい

教育環境をどのように整備していくかを第一に考え、

十分ご検討いただき、小中学校のあり方についての方

針を決定していきたいと考えているところです。以上

です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 何点か再質問させていただきます。まず１点目の学

園都市構想でございますけれども、今ご答弁いただい

た内容、あえてこの質問のタイトルをですね、学園都

市構想とさせていただきました。この私の思いの中で、

やはりあの新しく建設される学校、もちろん尾花沢の

これからの尾花沢を担っていただくための子どもたち

の教育の場になることは、間違いないわけでございま

すが、併せて尾花沢市の、市内のいわゆる中心部の活

性化というふうなことにもつなげていくべきではない

かなと、いうふうに考えた背景がございました。その

辺はどう考えていらっしゃるでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 まちづくりの観点という形だと思いますけれども、

今回、これまで同様ですけれども、望ましい教育環境、

各地域からのアクセス、将来的なまちづくりという、

３つの柱はそのままブレていないと思いますけれども、

その中で、まちづくりの視点という柱をやはり入れて

いるということは、まず１つ認識していただければと

思います。具体的にこの取り組みの中では、例えばま

ちの重心、特に物事の中心となる場所というものがあ

ります。それを見定めながら、その建設場所の選考の

１つとして活かしていくということが、そのまちづく

りの視点だと思っております。ですので、重心を定め

た中で、それを選考の１つに活かすという部分で、ま

ずは取り組んでいくという考えでありますので、よろ

しくお願います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 やはりそういうまちの中心部で、いわゆるトータル

的な中心部の発展という部分も担っていかなければい

けないということになりますと、この庁舎になるべく

近い場所が、私はふさわしいのではないかなというふ

うに思っておりますが、その点はいかでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 庁舎の近くというふうな、１つの考えはあるかと思

います。通常一般的にそのまちの重心、重い心という

重心ですけれども、重心を定めるこの方法の１つとし

ては、一般的に公共施設、今仰られました役所または

病院、駅、その他公共施設などのほかに、商業施設な

ども地図上に落としながら、またこれ学校であります

ので、徒歩での通学の観点からも、住居も円で囲い込

みながら、その重心というものを見定めていくという

ふうに考えております。ただ、比較する際には、何か

に特化したものでなくて、最終的には、その評価項目

を見える化して、トータルでの評価というものが選考

に重要になってくるのかなと思っておりますので、そ

の点もご承知願いたいと思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 今後の進め方でございますが、令和９年に小学校が

開校、それまで、学校ができるまでにはもう６年と言

いますと長いようでありますが、学校建設の時間、こ

れからの用地決定の時間含めると、あまり時間がない

のではないかなというふうに思います。最終的な用地

の決定は、いつ頃を目処に進めていかれるお考えでし

ょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 用地の場所の決定についてでありますけれども、ま

ずは、今回、今進めております、小中学校のあり方に

ついて、まず方針を決定していくと。その上で、今後

新しくできる小学校について、どういった格好が望ま

しいのか、そういったところを基本構想について決め

ていきたいと、策定していきたいというふうに考えて

おります。それを踏まえて、その学校を建てる場所と

して、どういった候補地が望ましいのかというのを、

まず市民の声もお聞きしながら、決めていきたいとい



うふうに考えておりますが、令和９年度の開校を目指

すというようなことで、やはりあの時間のほうも、猶

予はあまりないというふうに捉えております。そうい

ったことからも、令和４年度中には場所についても決

めていければというふうに考えているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 答弁にございましたように、やっぱり時間があるよ

うでないのかなというふうに思いますので、今後の進

め方、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目の学校のあり方という部分でございますけれ

ども、やはりあの先ほど申し上げましたように、尾花

沢全体の学校というふうな位置付けになるわけでござ

います。先ほど新しい考え方というふうな、新たな学

校というご答弁ございましたが、学校の名前、あるい

は校歌、校章等については、どうお考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 新たな学校としての校歌、校章、校名も含めてとい

うご質問ですけれども、まずは小学校について、基本

方針案では、令和９年度、新たな校舎を整備した上で、

現在の５校が統合し、新生小学校として開校していく

考えであります。具体的には、今後、各地区からの了

承が得られ、統合についての方向性が決まったのち、

統合に向けて準備委員会が組織されます。その準備委

員会の中で、検討していくつもりでおります。 

 一方、中学校について、校歌、校章、校名も含めて、

検討するタイミングは２つあると考えております。 

 １つは、市内中学校が１校になるタイミング。２つ

目は、将来新設小学校に併設して、中学校を新築して

いく時の２つと考えますが、教育委員会としては、当

面、現在の尾花沢中学校の校舎を使用し教育活動を行

っていくこと。さらにこれまでの市内中学校の統合の

流れ等々を考慮し、２つ目のタイミングでの、新しい

校舎で新しくスタートする時期に合わせて、校名、校

歌、校章を検討していきたいと、そういう考えでおり

ます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 やはりあの中学校におかれましては、今ご答弁にあ

ったようなタイミングでの切り替えなのかなというふ

うに、私も思ったところでございます。いずれにしま

しても、今までたくさんの小学校、中学校あったわけ

でございます。それらが刷新して１つになった学校と

いうふうなイメージをもとにですね、やっぱり今後進

めていただきたいというお願いをしたいと思います。 

 ３点目の地区説明会、６月にやっていただいたわけ

でございますけれども、私はあの５ヵ所中４ヵ所で傍

聴をさせていただきました。教育委員会の説明の中で、

私が聞いた感じの中でですね、その小学校区単位の地

域の皆さんの意見を聞いて進めると。それは確かに基

本だと思います。もう少し教育委員会として、こうい

うふうな将来的には、こういうふうな学校にしたい。

もちろん基本的な説明の中で、そのお話もありました

けれども、基本的な考え方をもうちょっと強調されて

もいいんではないかなというふうに私は思いました。 

 例えば現在行われている地区の検討委員会の中で、

もし統合しないで、地域にそのまま残すということで

あれば、結果的にはそういうふうな形になってしまう

わけでございます。現在の内容でいきますと。やっぱ

り教育委員会としては、尾花沢で小学校１校、中学校

１校という形をですね、やっていきたいんだというふ

うな部分を、もう少し強調されてもいいんではないか

なと思いますが、いかがでしょう。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 伊藤議員仰るとおりでありますけれども、方針の強

調と、それから地域の意見を受ける、非常にバランス

に大変なところがあるんですけれども、教育委員会と

して、これまで基本方針案を固めるために検討してき

た、その新しい学校に込める気持ちは、全て基本方針

案の中に込められているつもりでおります。それを市

の総合教育会議の中でも、案として認めていただいた

と思っております。この方針をぜひ皆さんに理解して

いただきたく説明会をしたし、今検討会立ち上がって

いますけれども、その中でも教育委員会として参加し、

説明を行っているところです。 

 ただし、最終的に地域の意見をどう生かすんだとい

う意味での説明も、同時に丁寧に行ってきた中で、そ

ういう受け取りを、教育委員会としての主張が弱いん

じゃないかという受け取りもされたかと思うんですけ

れも、私たちの考えは、基本方針案の中にきちんと込

めたつもりであります。１校を目指していきたいと、

そう思っているところです。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 



◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 現在行われている各地区の検討委員会、教育委員会

の皆さんも出席されて、意見の調整等、大変難しい部

分もあるかと思いますが、やはりあの尾花沢市として

は、こういうふうな方向でいきたいというふうな部分

をですね、やっぱり皆さん方に訴えながら、今後とも

進めていただきたいというふうに思います。 

 ２項目目の農業を取り巻く諸問題の中で、まず、今

年新規に市外から移住されて、研修を終えられて、４

月に就農された方が３名というふうな内容でございま

す。これは、いわゆる親元就農の方はいなかったとい

うことなんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 親元就農についてご説明申し上げます。先ほどの市

長答弁でちょっと分かりずらかったのかなと思われた

ところがありまして、地域の人・農地プランというの

が、現在市内各所35プランございますけれども、中心

経営体に位置付けられていて、なおかつ農業後継者が

いるという方が、現在136経営体ございます。これは

あの昨年比で14経営体伸びておりますので、この14経

営体分が新規就農として増えた分ということで、把握

をさせていただいたところでございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ちょっと今安心したところでございますけれども、

やっぱり市外から尾花沢に移住していただいて、農業

をスタートさせる方の支援も、これはもう当然やって

いかなければいけないわけでございますけれども、

元々の尾花沢の中で農家の後継者として生まれた方、

14名というふうなことでございますけれども、私がで

すね、就農したのは昭和45年でございました。その当

時、尾花沢市では新規就農者激励会というのをやって

いただいておりました。もう50年以上前のお話でござ

いますけれども、あの年で確か50名ぐらいの就農者が

おったと記憶しております。現在、新規に就農される

方の集い的なもの、こういうものをやっていらっしゃ

るんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 お答えさせていただきます。主にですけれども、や

はり市外から、全然身寄りもなく尾花沢に定住して農

家を目指されている方、大変多くなってきております。

農林課としても、コミュニティを形成しながら、この

方との意見交換を大切にしながら、横のつながりも強

化していきたいという考えで、実はあのやっておった

んですけれども、残念ながら、コロナ禍の影響でちょ

っと今お休みをさせていただいておるところでありま

す。状況の改善次第、またお声掛けをさせていただき

ながら、情報交換などをさせていただきたいなという

ふうに思ってございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ぜひ前向きに検討していただいて、やっぱりみんな

が一堂にふれあった中で、いろんな意見交換が出てく

るというふうな場をですね、ぜひ設けていただきたい

なというお願いをいたします。 

 あとよくその新規就農時に聞かれる話なんですけれ

ど、今市のほうでもいろんな新規の就農者に対して、

いろんな施策を進めていただいております。その中で、

いわゆる親元就農ですね、家業として後継者になった

就農者の部分の現状が、少し厳しいんではないかとい

うようなお話をよく聞くんですけれど、その辺はどう

お考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 今ご質問にあったとおり、やはり今の制度の内容に

ついては、どうしても国の今の支援策の補助要綱を見

させていただきますと、生産基盤の整った親元への就

農というのが、やはりこの支援策が薄い、無いような

状況にございます。しかしながら、時代の流れととも

に農業の後継者というのは、大変全国的に不足してい

る。特に尾花沢市でも、特産の尾花沢スイカを支える

農家の方、今から１人でも多く確保したいという気持

ちもございまして、その点について、実は農林課のほ

うで、まだ方向性は出してない、付いてないんですけ

れども、何かしらの下支えのほうはしていかなければ

いけないのではないかなという話を、職場の中でもさ

せていただいておりますので、もうちょっと調査研究

をさせていただきたいないうふうに思ってございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 やはり、先に申しましたように、市外からの移住者

も、これも大事に守っていかなければいけません。し



かしながら、やっぱり既に生産基盤を持っているとい

うふうに言ってもですね、新たな気持ちで就農すると

いうふうな部分、いろんな障害もあるようでございま

す。ぜひ今後の進め方として、先ほど申し上げました

ような就農者の皆さんの意見もお汲み取りいただきな

がら、皆さんが元気を持って、自信を持って挑戦でき

る尾花沢の農業を目指していただきたいというふうに

思います。 

 ２点目の米価でございますけれども、答弁にもござ

いました。本当に今の状況を見ますと、大変厳しい。

昨年よりも値下げ幅が大きいのではないかと。農家の

皆さんが聞けば、本当にショックな内容でございます。

昨年12月の一般質問でも申し上げました。この米の在

庫、219万トンの見込みというようなことでございま

すけれども、これがやはり増えている背景の１つに、

やはりコロナ禍と、コロナ禍による外食産業消費量の

低迷というような部分があるわけでございますけれど

も、ここに対してですね、何かのやっぱり手立てを考

えていただかなければいけないのではないかなと思い

ます。市長の答弁で、令和２年度産米については、今

後の推移を見ながら検討しますというご答弁をいただ

きました。２年度産米の追加払いは、現在まだ１円も

出ておりません。この状況の中でですね、市長もう１

度、今後の対応について、お考えをお示しください。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 米価に関しては、非常に厳しい状況にあるというの

は、単なる農林課だけではなくて、市の課長を通じ、

みんな共通の考えだと思っています。しかし、現段階

でどうするというのは、なかなか見えない状況にあり

ますけれども、先のＪＡみちのく村山の組合長さんを

はじめ、要望書を持っておいでいただきました。まず

農協さんと一緒に、何ができるかを考えていった場合

には、県選出の国会議員の先生方、それから農林水産

省に対して、それなりの要望活動をやる。まずそれが

手始めであろうというふうに思っております。やはり

動かなければ届かないであろうというふうに思います

ので。ただ非常に今、政局を迎えて混沌としているよ

うな状況の中で、これから収穫の時期に入っていくと。

もうぴったり重なっていく時期になるわけでございま

すけれども、そこのところについても、やはり県選出

の国会議員の皆さんが、自分たちのこの山形県の農家

をどうやって守るか、本当に一緒に額に汗をして、そ

して取り組んでいただきたい。これは強く求めていく

べきであろうというふうに考えておりますので、まず

そういうような方面で、対策を考えていきたいと思っ

ております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 やはりあの尾花沢市で決められるものではございま

せん。しかしながら、私たち議員が声を出せるのはこ

の場所だけなんです。ぜひそこを汲み取っていただい

て、今後のあらゆる機会に、今答弁にありましたよう

な考え方を推し進めていただきたいというふうに思い

ます。 

 ３点目の中間管理機構ですね。こちら思ったより効

果が出ているなというふうに思いました。集積率、ち

ょっと県全体のものしか分からなかったんですけれど、

今年３月で67.5％というふうな数字でございました。

ただあのこの中でですね、やっぱり区画整理が終わっ

た圃場と、本当の私が住んでいる地域のような山間部

の圃場の中では、かなりこう温度差が出てきているの

ではないかなというふうに思います。概要の中で、こ

ういういわゆる平坦地と、尾花沢全体中山間地なんで

すが、中山間地の中でも平坦地と山間部、この辺の相

談計数とか、今分かる範囲で、どんな具合でしょうか。

農林課長。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（岸   栄 樹 君） 

 詳しいデータ集計は行っておりませんので、ちょっ

と詳しい数字のほうはご答弁できませんけれども、窓

口対応している時には、やはりあの山間地の集落の方

のご相談、ご高齢の方のご相談が多いなという印象は

受けてございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 だと私も思います。よく、田んぼを貸したいんだけ

れども、誰も引き受けてくれる人がいないというふう

に、悩んでいる農家の皆さんの声も多数ございます。

やはりあの私が危惧するのは、特に中山間地がどうし

ても借り手がいない。これがそのまま荒廃地になって

しまうというふうな心配でございます。市のほうでも、

いろいろな対策は打っていただいておりますけれども、

その中でですね、農業委員会でも荒廃地、農地の荒廃

防止に向けた活動というふうなことで、今どんな内容

の取り組みをされているのかお伺いをいたします。 



◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 農業委員会会長職務代理者。 

◎農業委員会会長職務代理者（星 川 敬 夫 君） 

 農業委員会は、毎月の転用等、現地調査に合わせて、

周辺農地のパトロールを行います。８月の強化月間に

は、全農業委員が農地の利用状況を調査し、優良農地

の連単性を著しく阻害している農地の所有者に、将来

的な利活用についての意向を伺い、荒廃防止につなげ

ています。また今年度から、人・農地リニューアル事

業で、荒廃農地の再生に取り組む担い手を支援してい

ます。今後は人・農地プランの話し合いを通じて、地

域の担い手への農地集積、集約化を推進するなどして、

農地の有効活用に努めてまいります。今使われている

農地を、使えるうちに使える人に引き継ぐ、いわゆる

農地利用の最適化を推進してまいりたいと考えており

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございました。ぜひ当局と二人三脚で、

今伺いましたけれども、荒廃農地を少しでも減らして

いくというふうな取り組みを、今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

 ３項目目の、脱炭素社会に向けた取り組みの中でご

ざいますけれども、まずゼロカーボン宣言、行ってい

ただきました。これから具体的な取り組みに、先ほど

答弁ございましたような、取り組みを進めていただく

というふうなことでございますが、ＩＳＯ14001と、

いわゆる環境ＩＳＯと言われるマネジメント制度がご

ざいます。これを取得している自治体も、たくさんあ

るかと思いますけれども、尾花沢市においてもですね、

以前この取り組みはやっておられた時期があったので

はないかなというふうに思っております。現状と今後、

この環境ＩＳＯ取得に向けた活動を行う予定があるの

かどうか。お伺いをいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 ＩＳＯに関しましては、平成15年９月に認証取得し

ております。平成16年度、17年度に維持審査を実施し

ております。そして平成18年度は更新時期でありまし

たが、更新は行っておりません。これまで、紙のリサ

イクル、昼休みの電気消灯等、職員の意識付けがなさ

れ、目的は達成されたものと捉えております。 

 また現在も、その取り組みは継続しているというこ

とで考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 

 ＩＳＯ取得後ですね、これ毎年審査がございます。

それも実施していないと。ただ活動の中で、その取り

組みについては継続して行っているというふうな状況

かなというふうに今理解をいたしました。やはりあの

市民に対して、市役所の皆さんが率先してそういう活

動を一生懸命やっているんだという姿勢は、大変重要

かなというふうに思いますので、今後も継続していた

だきたいと思います。 

 あとあの再生エネルギーで、やっぱりコロナもござ

いまして、なかなかやっぱり地区の説明会がされてい

ないというのが現状でございます。この主体は事業者

さんが進めるものでございますけれども、やはり当局

としても、そのパイプ役としてですね、今後も間に入

った立場で進めていただきたいというふうに思います。 

 ３点目の一般家庭への啓蒙の部分でございます。こ

れから具体的なその協議が始まるというふうなことで

ございますけれども、やはり市民の皆さんにも今がど

うなっているか、現状がどうなっているかというとこ

ろからやっぱりスタートしなければいけないのではな

いかなというふうに思います。これ実は、二酸化炭素、

ＣＯ２もそうなんですけれども、いろんないわゆるガ

ソリンとか、石油とか、そういう消費した際に、何が

どのぐらい出るとか、発生するというふうな計数とい

うものが、全て決まっております。その辺をこう簡単

にですね、やっぱり置き換えしたもので、ぜひあなた

の家庭の二酸化炭素の排出量は、どのぐらいあるか。

年間の消費量から出せるわけでございますので、ぜひ

そういうふうな啓蒙もお願いしたいなと思いますが、

いかがですか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一君） 

 二酸化炭素排出計数等を用いまして、数値化すると

いうことは、大変分かりやすいことだと思います。ガ

ソリン１ℓ減らすとどれぐらいのＣＯ２が削減できる

とか、そういった簡単な目標を掲げまして、分かりや

すい概要版等を配布したいと考えております。以上で

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 伊藤浩議員。 

◎７番（伊 藤   浩 議員） 



 お願いをいたします。以上で私の質問を終わります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。 

 次に２番 星川薫議員の発言を許します。星川薫議

員。 

〔２番 星川 薫 議員 登壇〕 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 先の通告にしたがい、９月定例会一般質問をさせて

いただきます。 

 公共交通見直し後の運用状況と来年度の見通しにつ

いて、次の３項目についてお答え願います。 

 １つ目は、公共交通再編関係事業の１つに新規通学

路線大石田駅通学線がありますが、利用実績や課題に

ついてお伺いいたします。また、バス位置情報提供シ

ステムを導入しましたが、学生及び市民の評価はいか

がかお尋ねいたします。 

 ２つ目は、４月より牛房野線を廃止し、生活交通確

保対策事業、生活交通タクシー補助おばくるを開始し

ましたが、現在までの利用状況と市民からの評価、声

をお伺いいたします。また来年度以降の見通しについ

ても併せてお伺いいたします。 

 ３つ目は、丹生、安久戸バスを２月より運用してい

ますが、月、水、金の運行のみということもあり、利

用状況がさほど伸びていない状況であります。今後ど

のように事業を展開していくつもりかお伺いいたしま

す。 

 次に、管理不全空き家及び特定空家等への対応につ

いて、２項目についてお伺いいたします。 

 １つ目は、管理不全空き家に対する対応ついてであ

りますが、住民からの相談や通報、空き家の実態調査

などにより、管理不全空き家を把握した場合は、職員

による外観での目視調査に加え、所有者等や周辺住民

への聞き取り調査などを行い、空き家の状態や周辺へ

及ぼす影響の把握に努めるとあります。また、空家法

第９条第２項による立入調査の実施についても検討し、

必要に応じて実施し、その結果、改善が必要と認めら

れる場合は、所有者等に対して適正な管理について依

頼、助言を行い、所有者等自らによる改善を促すとあ

ります。 

 特定空家等の判断についてでありますが、所有者等

に対して改善を促したにも関わらず、状況が改善しな

い場合や実態調査の結果、危険度や切迫性が極めて高

いと思われる空き家については、所有者等による対応

を継続して促すともに、特定空家等に該当するかどう

かを検討するとあります。なお、特定空家等の判断に

ついては、国土交通省が定める、特定空家等に対する

措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針、

ガイドラインにおける、特定空家等の判断に参考とな

る基準を参考にすることとし、公共の利益の確保の観

点から、所有者等の対応状況や住民による苦情の有無、

周辺への悪影響の度合い、危険度の切迫性などを総合

的に判断し、協議会の意見を聞いた上で市長が決定す

ることとなっております。 

 さて現在、通学路線沿いで管理不全空き家及び特定

空家は何棟あるのかお伺いいたします。また、対応状

況についても併せてお伺いいたします。 

 ２つ目は、尾花沢市空家等対策計画を平成29年12月

に策定してから４年目になりますが、12月を過ぎると

５年目に入ります。空き家の統計調査や国勢調査も完

了していることから、データの推移も更新すべきと考

えます。来年度12月に向けて改訂するつもりはあるの

かお伺いいたします。 

 最後に、ホームページリニューアルの進捗状況につ

いて次の２項目についてお答え願います。 

 １つ目は、令和元年９月定例会において、市のホー

ムページについて、データの構築と掲載内容を最新版

にするよう質したが、その後どう対処しているかお伺

いいたします。 

 ２つ目は、リニューアルに向けた今後のスケジュー

ルについてお伺いいたします。 

 以上、質問席からの問とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 星川議員からは大きく３点について、ご質問をいた

だきました。順次お答えいたします。 

 初めに、公共交通見直し後の運用状況と来年度への

見通しについてお答えします。 

 まず、新規通学路線についてですが、７月１日より

尾花沢市役所と大石田駅間をつなぐ、大石田駅通学線

の運行を開始させていただきました。本市から山形方

面や新庄方面に電車で通学する高校生のほか、大石田

駅を利用して市外から北村山高校に通う高校生の利便

性を図るものです。昨年度、第７次尾花沢市総合振興

計画の策定に際し、高校生からご要望をいただき、今

般の実現にいたったものです。７月の利用実績は、初

日の66人から徐々に利用者は増加し、最多で１日に

145人が利用しております。利用者別では北村山高校

生が1,328回、そのほかの市内高校生が595回、合計で



1,923回利用されています。北村山高校の生徒は初日

から多くの方が利用され、その他の市内高校生につい

ても徐々に利用が伸びております。利用者からは大変

好評をいただいておりますが、今後ともニーズの把握

に努め、さらに充実した通学線となるよう努めてまい

ります。 

 次に、位置情報提供システムは、大石田駅通学線及

び銀山線で、６月下旬から試験運用、７月１日から本

運用を開始しています。８月中旬で500件ほどのアク

セスがありますが、まだ運用開始から２ヵ月というこ

とで、市民からの特段のご意見はいただいておりませ

んが、降雪期やコロナ禍が収束し、観光客が戻った際

には、さらにご利用いただき、さまざまなご意見もい

ただけるものと考えています。 

 次に、生活交通タクシー補助おばくるについてです

が、利用者が減少した牛房野線に代わり、４月１日か

ら運行を開始させていただきました。運行時間は平日

の８時から18時まで、本町市街地と対象地区を結び、

おもいやりタクシー券などを併用すれば、100円で利

用することが可能となります。 

 おばくるの４月から７月までの実績でありますが

337件で、路線バス運行時の小中学生を除いた利用者

数で比較すると、約２倍に増加しており、さらに経費

は約２分の１に削減される見込みです。 

 対象地区の高齢者の方からは、「玄関から目的地へ

直接移動できるのは大変ありがたい」、「買い物を終え、

停留所から重い荷物を運ぶのは大変だったが、タクシ

ーでは荷物を運んでもらえ楽になった」、「手押し車も

タクシーにつけられるので、自分で買い物に行くよう

になった」など、ご意見を多数いただいており、利用

者の増加につながっているものと思われます。 

 今後の事業の見通しについては、牛房野線と同様に

利用者の少ない路線について、おばくるへの転換を考

えており、実施に当たっては地域での説明会を開催し

ながら丁寧に進めてまいります。 

 丹生、安久戸バスは、宮沢小学校から回送として尾

花沢の車庫に帰るスクールバスを利用し、令和３年２

月17日から運行を開始しており、月曜日、水曜日、金

曜日の週３回、宮沢小学校生徒を送ったあとと、下校

の迎えに行く前の１日２回の運行を行っております。 

 朝の便は月平均約25人の利用者があり、丹生地区の

一部と安久戸地区のみを運行範囲としておりますが、

他の既存路線と比較しても、同程度の利用者数となっ

ております。午後の便は毎月一桁の利用者となってお

り、これは、タクシーなどを利用し、午後の便を待た

ずに帰る事例が多いことによるようです。 

 今後の事業の見直しの方向性としては、利用者の多

い朝の時間帯は、スクールバスの混乗や回送を利用し

た運用、その後の利用者の少ない時間帯は、おばくる

と組み合わせるなど、それぞれの利点を生かし、本市

にあった公共交通サービスの確立を図っていきたいと

考えております。 

 次に、管理不全空き家及び特定空家等への対応につ

いてお答えします。 

 初めに、市内の管理不全空き家についてですが、通

学路の危険箇所とされているもののうち、空き家に関

するものは尾花沢地区１軒、玉野地区１軒の計２軒と

なっています。また、昨年度において、落雪による通

行者や周辺住民への影響が深刻な空き家で、公費によ

る雪下ろしを実施したものは９軒となっています。さ

らに、今年４月以降で、住民から相談、苦情が寄せら

れた件数は８月末現在で18件となっています。今年度

の空き家実態調査では、市内に332件の空き家を確認

しており、昨年度から37軒増加しました。これらの空

き家は、老朽度や危険度に応じ、ＡランクからＤラン

クまでに区分しており、老朽度の高い空き家として、

Ｃランク172軒、Ｄランク36件の計208軒となっていま

す。 

 本市では、全ての空き家の所有者等に対し、空き家

の適正管理に関する依頼を文書で通知しています。ま

た、地域住民から相談、苦情等があった場合には、現

地の状況を確認の上、所有者等に対し、文書で適正管

理を依頼、又は所有者等と面会の上依頼するなどの対

応を行っています。所有者等への働きかけにより、適

正な管理や解体にいたったケースもあり、一定の成果

が表れております。しかしながら、再三の依頼にも応

じていただけないケース、相続放棄のケース、所有者

不明のケースなどにより、管理不全空き家は増加傾向

にあります。これまでは、所有者及び関係者との交渉、

法的措置に向けた検討などを進めてきましたが、今後

は、効果的な行政と地域の連携方策の検討や、どうし

ても適正な管理や解体に応じていただけない場合など

は、空家等対策特別措置法等に基づく措置、裁判所へ

の申し立てをすることなども含めて、取り組みを推進

してまいります。 

 次に、尾花沢市空き家対策計画の改訂についてです

が、本市では平成29年12月、空き家対策を総合的かつ

計画的に進めるため、尾花沢市空家等対策計画を策定

し、取り組んでいます。本計画の計画期間は平成29年

度から令和９年度までの10年間としており、中間年で



ある令和４年度にはこの間における施策の検証を行い、

改訂を行うこととしています。また、改訂の際には、

最新の各種データ等を分析し、先ほど申し上げました

ような、より実効性のある対策を行えるよう内容を充

実強化し、改訂していきます。 

 次に、ホームページリニューアルの進捗状況につい

てお答えします。 

 市のホームページについては、令和元年９月定例会

での質問を受け、同年11月から関係課が集まり、市公

式ホームページに関する検討の中で、ホームページの

改善策について話し合いを行ってきました。検索しづ

らい最大の要因は、長年蓄積された8,000ページ以上

に及ぶ膨大なページ数にあると分析し、翌12月に各課

で掲載しているページのうち、情報の古いものや、不

要なページを削除する、全庁的な取り組みを行ってき

ました。これからの行政では、ホームページは単なる

情報発信だけではなく、ＳＮＳとの連携、電子申請へ

の取り組みなど、市民の多様なニーズに対応していか

なければならないものと捉えております。そのため、

今年４月には、ホームページの内容をより充実させる

ための、庁内検討委員会を立ち上げ、さらなる改善を

進めているところです。 

 取り組みの１つとして、本市のホームページについ

て、分かりにくい、見にくいなどの意見もあることか

ら、状況を把握するため、５月19日から約１ヵ月間に

わたり、ホームページを通じ、アンケート調査を実施

しました。一部ご紹介しますと、ホームページを閲覧

する端末については、過半数がスマートフォンなどの

モバイル端末となっております。また、ホームページ

を閲覧した感想についての問いには、60％以上の閲覧

者の方から、見やすいという回答を得ております。そ

の一方で、検索しにくいという回答も30％以上の方か

らいただいております。 

 この調査結果を受け、今後はモバイル端末で、より

見やすいページ構成にしていくこと、また、高齢者や

障害者など誰もが利用でき、操作性や使いやすさを向

上させた機能も併せ、必要な情報を誰もが手軽に得ら

れるよう検討してまいります。 

 次に、今後のスケジュールについてですが、今年度

は、先に実施したアンケート結果をもとに、閲覧する

側にとって、より見やすく、検索しやすいホームペー

ジにするために、階層や分類の見直しなどを行ってま

いります。また、タイムリーな情報発信ができるよう

に、実際に改定作業を行う職員の操作性を確認するた

め、新しいＣＭＳ、コンテンツ・マネジメント・シス

テムのデモンストレーションも予定しております。 

 なお、現在のホームページシステムのサービス提供

が令和４年度までとなっております。ついては、現行

システムが平成15年度以来、改修に改修を重ねてきて

おり、検索しにくいのは、コンテンツの検索階層がシ

ステム的に多重化していることにも原因があるのでは

ないかと考えられますので、スマートフォンなどのモ

バイル端末での利用を考慮しながら、新年度の早い時

期に新しいＣＭＳの選定を行い、その後、新しいシス

テムへの移行作業や階層区分の構築などを随時進め、

令和４年度中にリニューアルを完了したいと考えてい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 市長、答弁のほうありがとうございました。順次自

席より再質問をさせていただきます。 

 まず、大石田駅通学線についてでありますけれども、

７月から運用が始まって、まだ２ヵ月の実績しかござ

いません。ですけれども、来年度に向けて、どんな声

が出てくるのか、どんな運用したらもっともっと良く

なるのかということで、議題に出させていただきまし

た。 

 まず高校生の足の確保、保護者の負担軽減のため、

朝の登校時間と夕方の下校時間に特化したバスと謳っ

ております。朝の登校に関しては、市役所近隣の学生

のみが対象になっている感がありますが、これ意図す

るものは何かお伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お尋ねの質問の意図ですけれども、近隣の学校が対

象ということで、このバスをまず出すに当たって、ま

ずは一番需要の高いところということで、市役所近辺、

特に若葉町の新しい住宅地域を中心として考えたとこ

ろです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 住宅近隣地ということで、学生も多いということで

あるかと思います。またあの地区によっては、直接そ

のまま駅に行ったほうがもう早いという方もいらっし

ゃると思いますので、実験的にまずこの市役所周辺か

ら、市役所が発着所なんで市役所周辺から始めたとい



うことでよろしいですね。はい、それでですね、ＪＲ

在来線、山形、大石田、新庄、大石田の終電ではあり

ませんけれども、21時12分着というのがあります。そ

れでですね、ちょっと私のところに、親御さんたちか

ら、この時間帯までバス出ないのかな、出るといいと

いう声がありました。今後、より良い大石田駅通学線

にするためですね、これから中学３年生とか、来年高

校に行く中学３年生とか、高校２年生まで、あとは北

村山高校生にですね、アンケートを実施していただき

たいというふうに思いますが、課長いかがですか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 これからこのバスの周知も含めて、仰るように、例

えば中学３年生であったりという方にも、積極的に周

知も含めての、事業の把握をしていきたいと思います。

以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ホームページ上でのアンケートのやり方もあるんで

すが、基本的には利用する学生に、直接アンケートを

したほうが、もっといい答えが出てくると思います。

その辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 あとですね、ちょっと私使ってて思っているのが、

このバスロケーションシステム、実際にですね、開い

て路線のほうを見ますと、遅延なしというのと、５分

程度遅れ、10分以上の遅れと、３段階しかございませ

ん。いつも銀山線とか眺めてみるんですけれど、いつ

も10分以上の遅れだけになっていて、実際何分遅れて

いるか分からない状況にあります。その辺を含めて、

改善する予定はあるのかお伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 まず遅れの３段階表示が分かりづらいというふうな

ご指摘かと思います。本システム、全国的にもスタン

ダードなものというふうなことで、仰るように、時間

どおり、５分遅れ、10分以上、15分以上であります。

まだ始まって間もないので、具体的なその使いづらい、

見にくいというようなお声をまだ頂戴していないんで

すけれども、今後、例えば銀山線のお客さんの回復に

合わせて、利用者が増えれば、いろいろな意見も入れ

ていけるのかなと思っております。その際、そういっ

たその遅れ幅の表示についても、事業所のほうと、業

者のほうと相談しながら、可能かどうかも含めて、検

討してまいりたいと思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。やはりあの、去年

の冬ですか、すごく大雪で、銀山線２時間待っても来

ないということがありました。私の娘なんですけれど

も。私娘に電話かけたんですね、「なんでお前来ない

んだ」と言ったら、「バス来ないんだ」ということで、

２時間ずっと待っていた時がありました。それで市役

所にも問い合わせたんですが、ちょっと遅れているよ

うだということだったんで、やっぱり親御さんも心配

すると思うんです。そんなに帰って来ないと。何か情

報があればまた別かなというふうに思いますので、今

後検討のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 あと大石田駅通学線、これ本当に考えていただいた

なというふうに思っています。今、北村山高校生です

が、定員数各学年120人に対して、３年生が77名、２

年生が48名、１年生が42名であります。定員360名に

対して今167名でありまして、定員の半分にも満たな

いという状況でございます。かなり本当に厳しい状況

だなと。その中で、まあ私達も、県議にもですね、い

ろいろ提案とかしたんですが、なかなか何も進まなく

て、その中で尾花沢から頑張って、何かしようという

ことで、まずこの手掛けていったというのは、本当に

私は市議会議員としてもそうですし、当局のほうも、

よくやってくれたなというふうに思っていますので、

これからですね、もっともっとやっぱり良くなるよう

な事業になることを期待しておりますので、これから

も調査、研究のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、おばくるについてでございます。３月いっぱ

いで、尾花沢市の市営バスの牛房野線を廃止して、家

から目的地までタクシー券500円と自己負担100円を使

えば、実質片道100円でという制度でありますけれど

も、おばくるのドアｔｏドアの施策に対しては、私も

賛成するところでございます。ただし、公共交通の再

編としてなんですけれども、福祉課が発行している、

おもいやりタクシー券を使うということなんですが、

福祉課長にお伺いしますけれども、おもいやりタクシ

ー券の目的は何でしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答えいたします。高齢者おもいやりタクシーにつ



きましては、尾花沢市高齢者社会、社会参加促進事業

としまして、高齢者の社会参加と生活圏の拡大を助長

することで、生活利便性の向上と福祉の増進を図るこ

とを目的といたしております。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 福祉課長からは、高齢者の社会参加と生活圏の拡大

を助長することで、生活利便性の向上と福祉の増進を

図るというふうに答弁いただきました。公共交通と福

祉タクシーというのが、ちょっと私にはピンと来なく

てですね、どうして福祉課が発行しているおもいやり

タクシー券や、福祉タクシー券を使えるというふうに

したか、経緯について、お伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（菅 原 幸 雄 君） 

 ご質問ですけれども、おばくるは、市バスのその代

替措置として、生活の確保を目的としていると。おも

いやりタクシー券については、高齢者の社会参加と生

活圏の拡大を目指すものと。しかし目指すところ、例

えば車を運転できない方などの、交通弱者にとっての

移動手段の確保という、大きな目標では、変わりない

のかなと考えております。市長が申し上げたとおり、

おばくるについては、牛房野線廃止の代替措置として、

600円の負担でタクシーをできるもの、それに500円分

のタクシー券を併用する制度であります。これは課を

越えた施策連携による柔軟な運用を行ったというふう

に考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 私が考える普通の路線バスというのは、その地域か

ら市役所、まずはターミナルまで行ける、無料で行け

ます、今までは。ゼロ円です。そしてそこから福祉タ

クシー券や、おもいやりタクシー券を使うと、そこか

ら自由に、自由な所に行けます。しかしながら、今の

このおばくるは、自分の家から決まった場所までしか

行けません。場所も決められています。範囲が決めら

れています。ですので、目的は違うと思います、基本

的に。だから私は、これはちょっと別個に考えてほし

いというふうに思います。おもいやりタクシー券、福

祉タクシー券は、やっぱり路線補助券ではないんです

ね。路線補助券ではない。あくまでも、その好きなと

ころから好きなところへ行けるっていうのは、その便

宜上使えるのであって、あくまでも路線上で使うって

いうのは、使ってもいいけれど、というふうな考え方

のほうが、私はいいと思います。今まで牛房野線に係

っていた自主財源、397万円であります。おばくるを

使用した場合は、140万円と試算されていますが、市

の一般財源は、そのうちの４分の１の35万円しか変わ

りません。ということは、バスの維持経費やそういう

ことも考えると、かなり削減できるということになり

ます。ですから、まだまだ本当は余裕がある。ただま

だ実績がないから、怖くてやっていないのかもしれな

いですけれども、その辺も含めて、来年もまた違う路

線もするみたいな話が出ていますので、ぜひ調査研究

していただいてですね、市民税務課から路線に対する

補助と、福祉課からいっているものとは別個に考えて

ほしいというのが、私の考えでございます。 

 あとですね、丹生、安久戸便についてですけれど、

朝の便は月に25.8人の利用者があるようでございます。

月に25.8人です。午後の便になると極端に少なくなっ

てくるということで、１回の運行に対しては0.86人と

いう感じになると思います。かなり少ない状況で、目

的が違うっていう、あのスクールバスを使ってでの運

用ということで、目的が違うということなんでありま

すが、やはりこのくらい少ないのであれば、今後もや

っぱり検討して、おばくるなどの検討していただいて、

もっと使いやすいものにしたほうが良いのではないか

と思いますので、精査のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 次に移ります。管理不全空き家と特定空家について

でございます。管理不全空き家が２件、特定空家が０

件、これも答弁であります。また、昨年度、雪下ろし

による通行者の、通行者や周辺住民への影響が深刻な

空き家で、公費による雪下ろしを実施した空き家が９

件。４月以降、住民からの相談、苦情が寄せられた件

数が18件という、深刻だということであります。当局

では適正に対処しているということでありますが、空

家等対策特別措置法に基づき、平成29年12月に、尾花

沢市空家等対策計画を策定しています。この計画に則

り対処していると言えるでしょうか。お答えお願いし

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。尾花沢市空家等対策特別措置法

に基づき、どういった対処ということでありますけれ

ども、計画に基づき行っているものとして、空き家の



実態調査、台帳の整備、また空き家所有者の意向調査、

所有者による管理者意識の向上、空き家バンクによる

マッチング、こういったものをベースに、管理不全空

き家につきましては、所有者への適正管理依頼、関係

者との交渉などを行ってきているところでございます。

以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 そちらのほうではきちんとやっていると。ただしこ

の12月に策定してから、協議会は開かれたのでしょう

か。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。空き家対策協議会につきまして

は、現計画の策定の際に、意見を答申していただくた

めに策定をいたしました。その後、任期が切れている

わけでございますけれども、この期間におきましては、

協議会の開催はしていないところです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 特定空家等に対する措置の実施として、最初に指導、

助言、そのあと勧告、そのあと命令、そのあとに行政

代執行の手順を踏むか、措置を講ずるべきものを確認

できない時は、略式代執行ができます、とあります。

これ２年前にも私同じ質問をしています。進んでいな

い理由は何でしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。いわゆる空家対策特別措置法に

基づく措置、第14条に基づく措置についてでございま

すが、この間につきましては、先ほど申し上げました

とおり、管理不全空き家の所有者に対する依頼、また

関係者による、関係者への交渉、とにかくお願いをし

ていたところでございます。またさらに、その前提と

して、地権者の状況、所有者の個人事情等について、

調査をさせていただいたところが実情でございます。

いわゆる措置につきましては、第一段階の助言、指導、

これはいわゆる行政指導でありますけれども、そのあ

との勧告、命令、いわゆる行政代執行にいたるまでの

手続きにつきましては、私有財産権の制限ということ

で、不利益処分に当たるものでございます。ガイドラ

インにもありますとおり、こういったものについては

慎重に慎重を期して行うべきとされているところでご

ざいます。 

 一方、ガイドラインにもありますが、危険が切迫し

た空き家につきましては、所定の手続きを踏まえた上

で、速やかに措置をためらわず実施することとあると

ころでございます。この数年、これらの危険空き家に

つきまして対応してきましたが、いよいよこういった

措置のことも踏まえて、対応すべき時期が来ているの

ではないかなと考えているところで、今後対策を進め

ていきたい考えであります。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 空家等対策特別措置法に基づいてですね、やはり空

き家対策協議会を開催しまして、やっぱり特定空家に

指定しなければ前に進まないと思います。また、その

特定空家に指定するに当たっては、管理不全空き家や

苦情のある空き家等に関しては、区長や、近隣住民か

ら特定空家に指定すべきなのか否かを、意見を聴取し

て、これからの対処法について説明をすべきと思いま

すが、その辺はどう考えていますか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。これまでも、不全空き家に関す

る対応の中で、周辺住民ですとか地元の区長様の方々

とは話し合い、連携して対応させていただいていると

ころでございます。特定空家として判断をする際にも、

協議会の意見を踏まえるわけでございますが、当然、

前提として地元の意見を把握、整理したいことから、

その際には、当然説明会のほうも実施を検討させてい

ただきたいと思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ぜひ説明会のほう、きちんとしていただきたいと。

私も、何件か相談を受けていてですね、何回も言って

いるんですけれども、全然進まないということで、何

度も言われておりますので、その辺十分に、地域住民

から理解が得られるように、説明していただきたいと

思います。 

 そして、役所というところは、やっぱり担当者が仕

事を始めてから完了するまで、その部署にいるという

のは、なかなかないんですね。ですから、なおさら十



分に近隣住民に説明しておくことが必要でありまして、

記録を残していく必要があると思います。ぜひよろし

くお願いします。 

 次、空き家の利活用という文言があります。この空

き家の利活用の中に、行政による除却の実施という項

目があります。所有者等が自ら除却することが困難な

老朽危険家屋、危険空き家については、市が所有者か

ら無償譲渡などにより、空き家を取得した上で除却を

行い、跡地を活用する、跡地の活用を図ることで、国

土交通省の社会資本整備総合交付金による補助、山形

県住宅供給公社が実施する、まちの再生支援事業を活

用するパターンも有効であると謳っております。建設

課長、その辺は認識しておられますか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。星川議員の質問の内容でありま

すけれども、行政側のほうで直接補償ができるという

ふうなことで、そちらの部分がどうなのかというお話

かと思います。他市の事例を見ますと、隣町の大石田

町のほうで、来迎寺地区、こちらの部分について、所

有者のほうから市のほうで用地の提供を受けまして、

それで市のほうで除却したという例がございます。ま

た直接除却ではないですけれども、米沢市あたりでは、

その空き家の所有のほうを地区で受けて、それを地区

のほうで除却した場合に、国、あるいは市のほうから

の補助を出して、跡地の部分については雪押し場です

とか、あとは地域活性化のための利用にするというよ

うな状況を踏まえてでありますけれども、そういうふ

うな事例があります。当市のほうとしましても、空き

家のその状況ですとか、段階を踏まえた上で、今言っ

た方法も空き家対策として必要であると認識しており

ます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 建設課長も十分理解されているようでございます。

ですから、空き家に対しては、もちろん皆さん、周り

からしか、苦情しか来ないんですけれども、やり方に

よっては、活用というのももちろんありますし、除却

ももちろんあります。いろんなパターンがありますの

で、自分たちの課で担当する内容、空き家等対策計画

の中に、担当課のところに、すること書かれています。

その辺もう一回認識してもらって、空き家に対する意

識を強めていただきたいなというふうに思います。 

 あと、尾花沢市の空家等対策計画についてですが、

この計画、第３章の第４にですね、第３章の４にです

ね、計画期間とありまして、10年と書いてありました。

必要に応じて改訂を検討することとし、計画の中間年、

策定５年後においては、具体的な施策の検証を行い、

その結果を踏まえ、施策の見直しを行うとともに、計

画の改訂を行います、というふうに謳っております。

来年度に計画を見直しするに当たっては、空き家対策

協議会を開催しないといけないと思うんですが、その

辺はどうなんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。来年度の中間見直しに向けて策

定、空き家対策協議会を再度委嘱をさせていただいて、

編成していきたいと思っております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 空家法、基本指針や指定空家等に対する措置に関す

るガイドラインの最終改定が、令和３年６月30日付け

で行われています。どういうものかというと、少し拾

ってきたんですが、所有者等の所在を特定できない場

合等において、民法上の財産管理制度を活用するため

に、市町村長が不在者、財産管理人、または相続財産

管理人の選任の申し立てを行うことが考えられる旨の

記載。あと空き家等の所有者等の特定に関わる調査方

法を、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定でき

ない場合の損失について記載、などであったりですと

か、ガイドラインがこのように改定されており、改定

を検討すべき内容となっておりますし、５年ごとに行

われる国勢調査とか、あと空き家の統計調査、空き家

の実態調査なども更新すべきデータがたくさんありま

す。来年に向けて、改訂するというふうに進める考え

でよろしいんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 来年度改訂に向けて準備かかってまいります。以上

です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 どうして私わざわざこの改訂期間の話を持ってきた

かと言いますと、最近、さまざまな計画の計画期間が



過ぎているにも関わらず、あとから出してくる部署が

多く見られます。副市長、これ誰がチェックしている

んでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 副市長。 

◎副市長（石 山 健 一 君） 

 それぞれの計画については、総合政策課を中心にし

て、全体の計画期間というのを見ながら、計画の継続

性が保てるように、今鋭意努力しております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 総合政策課ということであります。総合政策課長、

今計画期間過ぎているものはございますか。お伺いし

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（永 沢   晃 君） 

 この件につきまして、うちのほうで、今年度調査さ

せてもらっております。各課における策定につきまし

ては、おおむね適正に進んでいますけれども、１件、

災害廃棄物処理計画について、今年度策定する予定の

部分について、未策定の部分がありましたので、これ

につきまして、今後策定していく計画で今予定してお

ります。ただ、これまでやっぱり不用なものは不用な

ものとして、作らなくていいものを明確にしていくと

か、そういう作業については、まだやっていない部分

もありますので、これに該当するようなものについて

も、今後調査していく考えであります。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 そういうことでございますね。やっぱり改訂、計画

期間のやはり１年前には動き出さないと、計画改訂は

きちんとできないというふうに思いますので、その辺、

各課長もですね、ちゃんと目を通していただきまして、

１年前から、常任委員会もございますので、その辺の

話も必ず出していただきたいなというふうに思います。

あと数ヵ月で雪はもう降ってきますので、空き家対策

等は本当に手間がかかる、手間と時間がかかるからこ

そ、しっかり手順を踏んで対策をしなければなりませ

ん。やはり頭では分かっていても、行動に移さなけれ

ば何も進みませんし、そういうことを踏まえ、課長さ

んたちは職員さんへの指導を十分に行っていただきた

いと思います。 

 次、ホームページリニューアルの進捗状況について、

何問か質問したいと思います。 

 私がですね、令和元年９月定例会で質問していて、

同年11月から関係課が集まってですね、改善策につい

て話し合って、翌12月に各課で掲載している不要なペ

ージを削除する、全庁的な取り組みを行ったと。また、

今年４月に庁内検討委員会を立ち上げ、５月19日から

約１ヵ月、ホームページを通じ、アンケートを実施し

たとの答弁がございました。そうするとですね、令和

２年度、昨年度ですね、何もしていなかったというこ

とになるんですけれど、間違いないでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 大変厳しいご指摘ではございますけれども、実績を

見れば、そのように評価されても、いたしかたがない

のかなというふうに思っております。ただ実績として、

見えてこない部分についてございまして、先ほど議員

も仰っているとおり、各課において古いデータや不用

なデータの見直し、削除作業も継続して行ってきたと

ころでございますので、ご理解いただければというふ

うに思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 去年ちょっとコロナで、バタバタしていた点もある

のかなというふうに受け取っておこうかなと思います。

ちょっとアンケート調査についてお聞きします。１ヵ

月間で何名の方の回答があったのか。また市の職員に

も、アンケートを実施しているとお聞きしています。

職員からの回答は何名あったのかお伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 アンケートの回答の数でございます。まず、閲覧者

側からの回答につきましては、111件いただいており

ます。職員につきましては、ホームページ上ではなく、

紙ベースでアンケートを取ったわけでありますけれど

も、234件の回答をいただいているところでございま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ホームページ上では、市民等から111件の回答、職

員からは234件の回答が得られたということでござい



ます。この問２ですけれども、ホームページを閲覧し

た感想のほかに、どんな問いがあったのかをお聞きし

たいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 まず、閲覧者向けのアンケートでございますが、最

初に性別、年代と属性についてお聞きをしております。

そのほか市からの情報は何で得ているのか、ホームペ

ージの閲覧頻度、それから閲覧する端末は何であるか、

それからホームページからどんな情報を得ているか、

こうしたものをお聞きしております。 

 それから職員アンケートもやっておりまして、閲覧

者向けのアンケートに加えまして、実際に操作する、

いわゆるホームページにあげる際の操作性、これはど

うか、それから満足度や改善要望点はどのようなもの

があるかということでお聞きをしております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 多種にわたりアンケートを実施していただいたなと

いうふうに思います。実は私も、その111人の中の１

人でございます。すぐ見つけてですね、すぐ入力しま

した。やはりちょっと、アンケート結果はちょっと見

てて思うんですが、やはり情報的に多いのはイベント

情報とか、あと災害情報、あと補助金の情報が多いよ

うでございます。あとはですね、市民のほうですと、

市から発信している情報は何から得ているかっていう

のあるんですけれども、ホームページと市報がダント

ツで多いですね。あとはＬＩＮＥというのもあります

けれど。あと市民、閲覧した感想で、面白いことに、

市民からは、見やすいが65％で、逆に職員は28％、見

やすいがですね。検索しにくいっていうのは、市民が

33％の市職員は60％と、なんか市民と職員の感想がか

け離れているなというふうな感じがします。現在ホー

ムページのシステムサービスが、令和４年度までと答

弁いただいておりますが、契約はこれ複数年でしょう

か、単年でしょうか、お答え願います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 現在は単年度契約となっております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 単年度契約ということであります。そうするとやっ

ぱり１年、もう１年早くできたのかなというふうにち

ょっと感じるところではありますが、また新しいＣＭ

Ｓを導入するために、デモンストレーションを行った

上で、新ＣＭＳの選定、導入の流れになると思います

が、システムへの移行や階層区分の構築には、どのぐ

らいの日数を想定しているでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（加 賀 孝 一 君） 

 新しいＣＭＳへの移行期間でございますけれども、

まず一番課題になるのが、階層区分の整理、これに時

間がかかるのかなと思っているところであります。こ

うしたことを考慮しますと、やはり４ヵ月から６ヵ月

かかるものと見込んでございますので、早い段階でＣ

ＭＳの決定をしていかないと、また改定が遅くなって

しまうということがありますので、十分配慮してまい

りたいと考えております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 星川薫議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 移行までに４ヵ月から６ヵ月ということであります。

来年契約してですね、４月から始めたとしても、今度

10月ぐらいになってしまうということですので、でき

るだけですね、新ＣＭＳの選定のほうを急いでいただ

きまして、私もちょっと新しいホームページ期待して

いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 本当にですね月日が経つのは早いものです。この質

問というのは、ホームページの質問も空き家の質問も、

実は２年前の９月に行っています。しかしながら、蓋

を開けてみますと、なかなか進んでいるものもあれば

進んでいないものもあるというふうに、２年間、あっ

という間だなというふうに感じますので、やはり当局

におかれましても、スピード感を持って仕事を執行し

ていただきたいなというふうに思います。 

 以上で、一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、星川薫議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

             休 憩  午後０時00分  

             再 開  午後１時00分  

 

 



◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 再開いたします。 

 次に５番 小関英子議員の発言を許します。小関英

子議員。 

〔５番 小関英子 議員 登壇〕 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 令和３年９月定例会一般質問を行わせていただきま

す。 

 １点目、ごみゼロへの取り組み。今世界では海洋プ

ラスチックごみの問題がおきています。洋服から自動

車、建設資材に至るまで、あらゆる場面で私たちの中

で利用されているのがプラスチックです。コロナ禍に

おいては、ますます身近に増えてきています。しかし、

プラスチックの多くは使い捨てされ、利用後きちんと

処理されず流出していることも少なくありません。プ

ラスチックごみは、河川などから海へと流れていきま

す。既に世界の海に、プラスチックごみは１億5,000

万トン存在し、そこに年間800万トンが流入している

と推定されています。尾花沢市では、春と秋に、市民

一斉クリーン作戦を行っています。９月５日の市民一

斉クリーン作戦に多くの市民の方が参加し、市内が綺

麗になりました。そして、尾花沢市大石田町環境衛生

事業組合のごみ焼却施設は、1980年の稼働から39年、

ガス化溶融炉変更工事から16年が経過し、平成31年３

月に、ごみ処理基本計画が策定されています。焼却炉

への負担を減らすためにも私たちにできることがあり

ます。３点お伺いします。 

 １点目、生ごみ対策についてお伺いします。１、生

ごみの水切り対策として、具体的な取り組みと今後の

展開をお伺いいたします。 

 ２、段ボールコンポストの利用で、生ごみを肥料に

して活用する取り組みの考えがあるかお伺いいたしま

す。 

 ２点目、紙おむつの資源化についてお伺いします。

１、燃えるごみとして出される紙おむつの数量は把握

されているかお伺いいたします。２、今後紙おむつの

資源化の考えがあるかお伺いいたします。 

 ３点目、自治体版ピリカについてお伺いいたします。

日本中、世界中で活用されているごみ拾いＳＮＳピリ

カは、さまざまな自治体で採用され、地域に特化した

清掃活動見える化ウェブサイトを開設することで、地

域内の清掃活動を見える化、清掃美化キャンペーンの

参加者数の増加や、地域コミュニティの活性化に貢献

しています。山形県では、2020年９月、海洋ごみバス

ターズin山形実行委員会で、ピリカが導入され、裸足

で歩ける海岸を目指して、山形クリーンアップ作戦が

始まりました。今後についてお伺いいたします。１点

目、ごみのない尾花沢市を目指しての取り組みは、ど

のように取り組むかお伺いいたします。２点目、ごみ

ゼロへの見える化で、自治体版ピリカを導入してはど

うかお伺いいたします。 

 大きな２点目、防災対策の拡充についてお伺いしま

す。昨年と今年は、コロナ禍ということで、市主催の

総合防災訓練は行われず、図上訓練が行われました。

なお、今年はより実践的に対応するために、新たに班

編成を変えての図上訓練をされたと聞いています。コ

ロナ禍だからこそ防災訓練が必要だと考えます。また、

近年10年の間で、2011年３月11日をはじめ、大規模停

電や昨年の令和２年最上川水害により、３度の断水に

見舞われました。尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

や関係事業者、近隣自治体の協力、そして友好都市の

岩沼市からの給水車による支援をいただき、市民の皆

さんの協力で断水の危機を乗り越えることはできまし

た。各小中学校においても、火災だけでなく地震や水

害など、災害に対応した防災訓練を行っていると聞い

ています。日常生活の中で、水を使う場面を書き出し、

断水や停電時どのような対応ができるか。また、何が

必要か、児童、生徒で具体的に話し合いなどは行われ

ているか、お伺いいたします。 

 １、総合防災訓練について。１、図上訓練と今後の

防災訓練についてお伺いします。２、避難所設置のマ

ルマニュアル化についてお伺いします。３、自主防災

会の強化についてお伺いします。 

 次に、２、小中学校の防災訓練。１、災害に対応し

た防災訓練、２、断水時の対策訓練、３、停電時の対

策訓練はどのように行われているかお伺いいたします。 

 大きな３点目、認知症対策の拡充についてお伺いし

ます。認知症は、一度正常に発達した認知機能が、後

天的な脳の障害により持続的に低下し、日常生活や社

会生活に支障をきたすようになった状態です。認知症

は、高齢になるにしたがって増加し、超高齢社会の日

本では約460万人、65歳の高齢者の約15％が認知症を

患っているとされています。今後も高齢化が進み、認

知症の人は増えていくことが予想され、2025年には、

65歳以上の約20％が認知症を有している状態になると

推定されています。認知症の原因となる病気はさまざ

まあります。その中に、病気の原因が解明されず、根

本的に治療がない病気もありますが、現在の医学で治

療可能な病気も含まれています。そのため、なるべく

早く適切な診断を受け治療することが大切です。10年



ほど前になりますが、市内を車で走行している時に、

何も持たずに歩道でしばらく立ちすくんでいるご婦人

の方を見かけました。以前お会いした時と少し違って

いたので、声をかけさせていただいた時に、買い物に

出たんだけど道が分からなくなったと声が返ってきま

した。知り合いの方でしたので、自宅まで送らせてい

ただきました。尾花沢市では、令和３年度から令和５

年度第８期高齢者保健福祉計画、第８期介護保険事業

計画花笠やすらぎプランin尾花沢2021で、認知症総合

支援事業で取り組みが提示されています。２点お伺い

いたします。 

 認知症予防対策として、１、食事対策、２、早期発

見、早期受診、早期治療についてお伺いします。 

 ２、認知症見守り対策についてお伺いします。１、

見守り対策、徘徊高齢者等支援事業、２、見守りシー

ル。鶴岡市では高齢者の見守りシールＱＲコード付き

を導入し早期発見につなげています。尾花沢市で導入

の考えはあるかお伺いいたします。以上、質問席から

の質問といたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 小関英子議員からは、大きく３点についてご質問を

いただきました。順次お答えします。 

 初めに、ごみゼロへの取り組みについてお答えしま

す。 

 本市では、第７次総合振興計画の基本目標の１つに

「暮らしやすく住み続けられるまち」を掲げ、地域循

環型社会の推進に取り組んでいます。循環型社会を構

築する具体的なものの１つに、ゴミを削減する、リデ

ュース、リユース、リサイクルの３Ｒの推進がありま

す。いわゆる、ごみを減らす、繰り返し使う、ごみの

再資源化については各家庭での取り組みが重要となる

ため、市民主体の３Ｒの推進に取り組んでいく考えで

す。先の伊藤浩議員にもお答えいたしましたが、現在

策定中の環境基本計画の改訂においても、市民レベル

の運動として実行性のある取り組みとなるように検討

してまいります。これらを踏まえ、今後は家庭、企業、

行政が一体となり、ごみをなくす環境に優しいライフ

スタイルへの転換を進めていく考えです。 

 次に、質問にあった具体的な項目についてお答えさ

せていただきます。 

 生ごみの水切りについては、さらに周知を図るべき

とのご質問ですが、毎年７月１日の市報お知らせ版に

生ごみの水切り方法について掲載し、市民への周知を

図っています。具体例として、ペットボトルを活用し

た水切り方法についても掲載してきましたが、県のご

み質分析結果を見ますと、当環境衛生センターの生ご

みの含水量は56.6％と、県内平均49.2％を上回ってい

るのが現状です。このことから、具体的にどのような

周知が効果的か衛生組合連合会や環境衛生事業組合と

協議検討してまいります。 

 次に、段ボールコンポストについてお答えします。

生ごみ減量容器、コンポストを購入した方へ、衛生組

合連合会で購入した方への助成事業を行っていますが、

対象は地上据え置き型70ℓ以上の物に限られているよ

うです。核家族化が進み生活様式も変わってきていま

すので、段ボールコンポストのような、ベランダにも

置ける小型コンポストへのニーズがあるとすれば、先

の生ごみの削減にも有効な手段であり、衛生組合連合

会で検討していただけるよう働きかけていきます。 

 次に、紙おむつについてですが、現在環境衛生事業

組合では、紙おむつは燃えるごみと一緒に収集してお

り、数量の把握はしていません。令和２年３月に、使

用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインが環

境省より示され、一般廃棄物に占める紙おむつの割合

は現状4.3％～4.8％、2030年には、6.6％～7.1％と推

計されており、増加傾向にあります。 

 このため環境省では、今後、ガイドラインの普及や

支援に向けて、さらなる調査が行われます。一方で、

既にリサイクルに取り組み始めた民間事業者もありま

すが、衛生面への懸念から県内でもリサイクルの実績

はなく、本市においても、当面、紙おむつの資源化は

考えていません。なお、今後とも国の動きや民間事業

者の取り組み状況等を注視しながら研究してまいりま

す。 

 次に、自治体ピリカについてですが、ピリカとはユ

ーザーが拾ったごみを写真やコメント付きで投稿し、

ごみ拾い活動を見える化するアプリで、ユーザー同士

がごみ拾いイベントを企画し仲間を募ることもできる

ようです。また、不法投棄を発見した場合にも、自治

体へ通報する機能も備えており、県内でもピリカを導

入しボランティアを募り、海のクリーン作戦等を実施

した実績もあるようです。 

 本市では、春と秋に行う市民一斉クリーン作戦や、

ボランティアによる徳良湖クリーン作戦のほか、各地

区や民間事業者において、独自に地域貢献活動として

さまざまな取り組みがなされております。まずは、ご

み拾いや環境美化活動への市民の意識が、一番大切だ



と考えています。 

 その意識醸成をさらに高めていくことに加えて、ツ

ールとしてこのアプリを活用することで、さらなる環

境美化活動への動機付けとなることも考えられますの

で、今後システムの活用の仕方も含めて、どのような

仕組みや施策が必要か総合的に検討してまいります。 

 次に、防災対策の拡充についてお答えします。 

 初めに、図上訓練と今後の総合防災訓練についてで

すが、防災訓練には実技訓練と図上訓練があり、今年

度からは隔年で実施する計画です。今年度は８月26日

の朝７時から、本市防災計画に基づく災害対策本部の

初期初動体制の強化を目的とした図上訓練を行いまし

た。今回の訓練では、発災時刻を事前告知しない非常

時参集訓練からスタートし、本部の立ち上げ後は被害

状況を付与するシミュレーション型の演習を実施しま

した。 

 来年度は総合防災訓練を予定しておりますが、多く

の住民、関係機関、団体等の参加協力を得ながら、で

きる限り実践的な訓練を行っていく考えです。このた

めには、本市の近年の課題として、避難情報の発令時

においても避難されない方が多いことが挙げられます

ので、今後は、自主防災会等と連携を図りながら、避

難の呼びかけや誘導等をはじめとして、地域における

避難訓練、避難所設置訓練などの個別訓練も実施して

いく予定です。発災時は、市として、速やかに災害対

策本部体制を構築することが重要であり、併せて、自

主防災会等の防災力が発揮され、両者が連携して円滑

な避難行動につながることが求められています。 

 また、今回の図上訓練は、今年度全面改訂した災害

時職員初動マニュアルに基づき行われました。現在、

訓練に参加した職員の意見を集約していますので、そ

の検証をしっかり行いながら、マニュアルのさらなる

見直しを行い、初動体制の充実を図ってまいります。 

 次に、避難所設置のマニュアル化について、お答え

いたします。近年、本市においても豪雨災害が多発し、

毎年のような避難所を開設している状況です。年度当

初、避難所ごとに担当職員を指定し、非常時の開所方

法や物資の確認等を行っています。また、避難所は市

内に39ヵ所あり、施設の用途や規模、管理者が異なり

ます。そのため本市では、避難所において実施すべき

業務とその指針等を定めた「避難所運営初動マニュア

ル」を策定し対応を図っています。避難所の設置、運

営には災害対策本部、自主防災会、施設管理者の連携

が欠かせません。職員だけでなく自主防災会及び施設

管理者も含め、避難所設置運営に関する説明会を開催

するなど、避難所設置運営に関する情報を共有化でき

るよう努めてまいります。 

 次に、自主防災会の強化についてお答えいたします。

災害時においては、公的機関による支援が及ぶまでの

間、自主防災会による助け合い、支え合いが非常に重

要となります。本市では、全ての地域において自主防

災会が組織されています。防災訓練や地区民への啓発

活動を実施している会もあるようですが、ほとんど活

動をしていないところもあります。意識に温度差があ

ることが否めない現状のようです。「訓練の仕方が分

からない」、「どういった防災資機材を備えればよいの

か」などのほか、「今まで災害がなかったから」とい

った声も聞かれています。 

 自主防災会活動の活性化を図るには、自主防災会と

地域の人々が自分たちで共に支え合う共通認識のもと、

ともに連携して取り組んでいくことが望ましい姿です。

そのため、市の防災担当職員が地域に足を運び、地区

民と一緒になって防災について考える機会をつくって

います。 

 昨年11月から実施している「防災出前講座」は、令

和２年度は３回、今年度は８月末時点で５回の開催状

況となっています。このうち、福原地区と常盤地区に

おいては、地区内の全ての自主防災会リーダーや役員

が参加し、自主防災会の任務等について、ともに学ん

だところです。このリーダーや役員を中心に地域の

方々が避難訓練を行ってみることが、いざという時に

は大変重要となります。今後とも、全ての地域で自主

防災力の向上が図られるよう、防災出前講座を推進し

ていきます。 

 ２点目の小、中学校の防災訓練については、教育委

員会より答弁いただきます。 

 次に、認知症予防対策における食事対策についてで

すが、本市では、高齢者福祉施策を推進するに当たり、

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を策定し、総

合的に取り組んでいます。認知症に関する施策につい

ては、主に介護保険事業の中の地域支援事業に位置付

け、要介護、要支援状態になることを予防するととも

に、なった場合でも可能な限り地域で自立した生活を

営むことができるよう支援する考えです。 

 その中の１つである、食事を通じた予防対策につい

ては、毎月70歳を迎える方を対象に「はつらつ70健康

教室」を実施し、要介護状態になっていない今のうち

から介護予防に取り組むことの大切さをお伝えしてい

ます。具体的には管理栄養士や保健師が認知症を予防

する食事のとり方や、低栄養を防ぐバランスの良い食



事のとり方として、エネルギーやたんぱく質の適切な

量などを具体的に説明しています。また、認知症や物

忘れを予防するには、社会活動や趣味等に積極的に取

り組み、脳を活性化させる生活を送ることが大切だと

言われています。身近な方法として、毎日の食事の献

立を考えたり、料理したりすることが脳の活性化に良

いことも説明しています。地域に出向いて行っている

「出前講座」では、参加者と一緒にバランスの良い食

事や減塩でおいしく食べられるメニューなどの調理実

習を行っています。現在はコロナ禍で飲食を伴う事業

は実施できない状況ですが、機会を捉え、食生活を通

した身近にできる認知症予防について周知してまいり

ます。 

 次に、認知症の早期発見、早期受診早期治療につい

てお答えします。 

 本市では早期発見、早期対応をするために、認知症

初期集中支援チームを地域包括支援センターに設置し

ています。この事業は複数の専門職が家族の訴え等に

より、認知症が疑われる方の世帯を訪問し、アセスメ

ントや家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に

行い、自立生活をサポートするものです。認知症の進

行を遅らせるためにも、専門医療機関へつなぎ、早期

治療に結び付けられる体制を整えています。 

 そのほかにも、住民主体で運営している高齢者の通

いの場へのサポート、認知症の方や家族に対して手助

けをする認知症サポーターの養成講座の実施、またそ

の方々が気軽に相談できる「おれんじカフェ」の開催

など、あったかい地域づくりにつながるような事業に

取り組んでいます。 

 さらに、高齢者の生活機能の衰えをチェックし、介

護予防に取り組んでもらうため、食事対策でも申し上

げましたが、「はつらつ70健康教室」や地区公民館な

どで行っている「出前講座」など高齢者が集まる場の

中で、基本チェックリストの紹介を行っています。こ

れは25の質問項目から構成されており、当該項目に応

じて、運動機能や口腔機能の低下、低栄養、閉じこも

り、認知、物忘れ、うつ病の危険性がないかをチェッ

クするもので、自分で簡単にチェックできます。健康

教室では、該当項目に合わせた対処方法を説明させて

いただき、早期発見と介護予防に取り組んでいます。 

 また、各地域における高齢者の居場所づくりも重要

な取り組みです。宮沢地区のおきな茶屋は、地域の高

齢者のコミュニケーションの場であり、保健師による

健康づくりイベントもあり、介護予防に大いに役立っ

ているだけでなく、包括支援センターの職員も同席す

ることから、認知症の早期発見、早期対応の場でもあ

ります。今後このような場を市内各地に設けていくこ

とも大切な取り組みと捉えております。 

 次に、認知症見守り対策についてお答えいたします。 

 全国的に高齢化が進む中で、認知症高齢者も増加す

ることが見込まれ、本市においても増加傾向にありま

す。認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし

続けるには、認知症への社会の理解を深めることが不

可欠であり、併せて本人や家族の視点を重視した包括

的な支援体制が必要となります。 

 本市の認知症見守り対策として、平成26年度より認

知症等で徘徊のおそれのある高齢者及びその家族を支

援するため、尾花沢市徘徊高齢者等支援事業を実施し

ております。この事業は、緊急連絡先や本人の状況等

を事前に登録し、警察や包括支援センターで共有する

ことで、行方不明になった際にも迅速に発見、保護に

つなげるものであります。 

 認知症は早期に発見し、早い段階で治療することに

よって、その進行を遅らせることができるため、早期

対応が重要となります。そのためには、民生委員や地

域包括支援センターとの連携に加え、本市で実施して

いる高齢者の見守りに関する、さまざまな事業を活用

し、ご家族との情報を共有し、専門機関へのつなぎ機

能の充実を図ることも必要になります。 

 また、地域住民の理解も重要です。将来地域福祉の

担い手となる子どもたちを含めた地域住民に、講演会

や相談会、介護予防教室など、あらゆる機会を捉え、

認知症についての正しい理解と知識の普及に取り組み、

認知症の方にやさしいまちづくりに積極的に取り組ん

でまいります。 

 次に、見守りシールについてお答えします。認知症

等で徘徊のおそれがある高齢者やその家族を支援する

ために徘徊高齢者等支援事業を行っています。内容に

ついては、徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に

お知らせいただき、その情報を地域包括支援センター

及び尾花沢警察署と共有し、徘徊高齢者等が行方不明

になった場合に、早期発見、保護できるような体制を

整備しています。 

 鶴岡市で実施している事業については、スマートフ

ォンを活用することにより、発見した誰もが対応でき

ることがメリットであると考えられますが、シールを

貼ることで、個人や自宅が特定されるなど、防犯上の

問題が危惧されますので、徘徊高齢者等支援事業を推

進していく中で、必要に応じ検討をしていきます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 



◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 小中学校の防災訓練について、私のほうからお答え

いたします。 

 学校における非常災害時の対応については、各学校

で「危機管理に関する対応マニュアル」を作成し、そ

の内容に沿って対応することとしています。その内容

について、具体的に説明いたします。 

 まず、災害に対応した防災訓練については、大きく

５つ挙げられます。 

 １つ目は、火災の際の緊急避難についての訓練です。

この際は、緊急放送により、状況を説明するとともに、

避難場所についての指示を行い、安全に配慮しながら

避難を行います。その後、担任から教頭、校長へと子

どもたちの人員確認及び安全確認を行います。 

 ２つ目は、不審者対応についての訓練です。不審者

と遭遇した場合の対応として、距離をとる、大声を出

す、防犯ブザーを鳴らす、車のナンバーを確認する、

近くの民家等に助けを求めるなど、どのように対応す

ればよいのかを具体的に指導します。 

 ３つ目は、地震の際の緊急避難についての訓練です。

この際には、緊急放送により状況を説明するとともに、

暖房等の運転中止や扉を開く、机の下に身を隠すなど、

地震の際にとるべき行動について確認させます。その

後、緊急放送の指示にしたがい避難し、担任から教頭、

校長へと、子どもたちの人員確認及び安全確認を行い

ます。 

 その他、４つ目、５つ目として、積雪時の避難訓練

や保護者への引き渡し訓練なども実施しています。 

 保護者への引き渡し訓練については、予告なしの、

より実践的な訓練も実施しています。なお、年間の訓

練実施回数には限りがあるため、これらの訓練につい

ては毎年実施ということではなく、数年単位で計画的

に実施しています。 

 次に、断水時の対策訓練についてですが、主に教職

員による対応となります。対応の基本的な例としては

次のようなことが挙げられます。 

 まず、水の確保のため、職員でタンクにある水を貯

めておく。次に、地震等による断水の場合には、子ど

もと施設設備の安全を確認する。保護者への引き渡し

についての連絡や手配をする。これらの対応と並行し

て、災害復旧後の教育活動の計画を立てる。 

 このような内容について、教職員全員で周知してい

くことが大切になります。ただし、災害については、

想定外のことも起こりえますので、その際は校長先生

の指示のもと、職員全体で対応することも共通理解を

図っていく必要があります。 

 なお、断水など、不測の事態が生じた場合の対応に

ついては、各学校で「危機管理マニュアル」を作成し、

基本的な対処について共通理解を図っています。 

 停電時の対策訓練についても、地震や断水の際と同

様の考え方での対応となります。 

 まず、地震等による停電の場合には、グラウンド等

に避難し、子どもの人員確認及び安全を確認する。ま

た、これと並行して、職員で手分けしながら施設設備

の安全を確認する。保護者への引き渡しについての連

絡や手配をする。これらと並行して、災害復旧後の教

育活動の計画を立てる。 

 これらについても、教職員の共通理解を図りながら

実施していくことが重要となります。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 丁寧な説明ありがとうございました。順次自席から

再質問させていただきたいと思います。 

 まず、ごみゼロへの取り組みについてお伺いいたし

ます。先ほどダンボールコンポストのお話がありまし

たが、各自治体でホームページなどでアップして対応

しているところがありますが、尾花沢市では今後その

ような考えはあるでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 生ごみの水切りや段ボールコンポストにつきまして

は、各自治体でホームページで掲載しているところも

あるようでございます。まずはそれらを参考にさせて

いただきながら、ホームページまたは市報等への周知

を図っていきたいと考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 やはりダンボールコンポストというのがあるという

ことを知らない方もいらっしゃると思うので、しっか

りと周知していくことも大事かなと思っております。 

 先ほど市長答弁の中にもありましたが、大きいコン

ポストに対して、地中に埋める形のコンポストについ

ては、助成しているということでありましたけれど、

なかなか分解されないという部分もあります。そして

また、本当に家族が少なくなっている中で、やはり段



ボールコンポストによるゴミの肥料化というのは、よ

り実践的ではないかなと私自身も考えまして、先月か

ら始めたんですが、腐葉土とあと米を生成した時に出

るので、それを混ぜて、それに生ごみを入れて毎日か

き混ぜるという、そういう形でやっているんですけれ

ど、生ごみ自体もなるべく出さないようにしていると

いう状況なので、今こうなっていますまでは、なかな

かいかないんですけれど、やはりしっかりと自分自身

もできることから実践してやっていこうと思って今取

り組んでいます。 

 やはり尾花沢では夏になると１番大きいのがスイカ

の残渣でありますので、私自身もいろいろ考えてスイ

カの皮を畑のほうに、裏に小さいんですけれど畑があ

るので、そこに埋めていけば、少しでも減らせるので

はないかなと思いまして、３年ほど前から、実践させ

ていただいております。とにかく自分ができることか

らということで始めていっている状況です。段ボール

コンポスト、また水切りに関してもぜひホームページ

のほうに掲載していただいて、市民の方にまた市報な

どで周知していただいて、１人でも多くの方が身近な

ところから実践できるように対応をお願いしたいと思

います。 

 次に自治体版のピリカについてでありますけれども、

私、昨年の９月６日に山形市内で行われた、海と日本

のプロジェクト山形ということで、山形の海ごみを考

えるという集いに参加させていただいて、その時に、

いろいろなプラスチックごみが世界中で問題になって

いる映像とか、またディスカッション、そして山形市

内のごみ拾いにも参加させていただいたところです。

その時に初めて、ごみ拾いＳＮＳピリカということを

知り、私自身もアプリを入れて今何回か投稿させてい

ただいております。やはり市長答弁の中にも、位置付

けに、意識付けになるというお話がありましたので、

ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、具体的に

どのような形で考えているか、もう一度お伺いしたい

と思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 本市におきましては、先ほど市長の答弁にもありま

したとおり、春と秋の一斉クリーン作戦や各地域や事

業者によるボランティア活動、そういった活動が多く

なってきておりまして、市民の方々の意識は高まって

きていると感じております。 

 なおピリカに関してでありますけれども、環境美化

活動を若い世代を含めた広い世代に対する啓発手段の

１つとして理解はしているところであります。今後ピ

リカについては調査研究していきたいと考えておりま

す。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 今若い方への意識付けという言葉がありましたよう

に、やはり若い世代の方からの取り組みが必要になる

のではないかなと思っております。今回の市民一斉ク

リーン作戦にも、早朝から多くの市民の方が参加して

いただきましたが、やはり私ぐらいの年代の方の参加

や、その上の先輩方の参加が多いので、やはりあの子

どもたちというか、若い世代の方たちにごみを拾う、

ごみを出さないという活動というのが大事になるのか

なと思いますので、ぜひピリカのほうも、導入のほう

を考えていただきたいと思います。 

 次に、防災対策についての再質問させていただきま

す。昨年、今年と図上訓練をなされたということが市

長答弁の中にもありましたけれども、その中で、今後

は、今年度からは隔年で、実技訓練と図上訓練を実施

する計画という説明がありましたが、来年度は総合防

災訓練を行っていく、実技型訓練を行っていくという

ことでありますが、隔年ということは、来年は総合防

災訓練の実技訓練を行い、令和５年には図上訓練とい

う形で取り組んでいくんでしょうか。よろしくお願い

します。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。仰せのとおり、今年度より図上

訓練と総合防災訓練を隔年で実施していきたい考えで

あります。昨年度は尾花沢地区を会場に総合防災訓練

の予定でありましたが、コロナの影響もあり中止とさ

せていただき、図上訓練におきましては、予定してお

ったことから実施をさせていただいたところです。 

 昨年度から隔年でと思ったところだったんですが、

図上訓練における反省点、総括がかなりあるというこ

とで、初動マニュアルを見直した上で、もう一度図上

訓練をやりましょうということで、今年度実施をさせ

ていただいたところでございます。 

 来年度につきましては、昨年度実施できなかった尾

花沢地区での総合防災訓練を考えているところです。

以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 



 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 了解いたしました。今課長からもありましたように、

図上訓練の中でいろいろ問題点、課題点を昨年の課題

点を改善をして、今回新たな班編成で図上訓練を行っ

たということでお聞きしております。また今回も、し

っかり図上訓練の中での職員からの聞き取りも進めら

れているということも報告いただいておりますので、

しっかり課題を解決しながら、より実践的な図上訓練

が必要になってくると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 来年度は尾花沢地区での実技訓練ということで、総

合防災訓練の予定ということでありますが、令和５年

の図上訓練に関しては、今年のような形でするのか、

それとも市民の方を巻き込んでの図上訓練になるんで

しょうか。図上訓練の内容としてはどうでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 予定としましては、来年度は図上訓練の実施につい

ては現在のところ予定はございません。総合防災訓練

については参集訓練、対策本部設置訓練、避難訓練、

救助救出訓練、各種さまざまな訓練を総合的に行う場

として予定しております。従来から実施もしておりま

したけれども、一部ちょっとやり方をいろいろ工夫し

てはどうかというご意見もありましたし、さらに多く

の住民の参加をいただいて、より実践的な訓練に仕立

ててやってみてはということもありましたので、少し

考えていきたいと思っているところです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 やはりより実践的なというのが一番大事になってく

るかなと思います。図上訓練と実技訓練が隔年になる

ということなので、今回は職員の図上訓練ですが、令

和５年に行う図上訓練に関しては、職員だけの図上訓

練になるんでしょうか。それとも市民参加型の図上訓

練になるんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。今年度につきまして、昨年度も

そうですけれども、職員のみによる図上訓練としてお

ります。なおこの間図上訓練の企画に当たって、住民

の避難訓練と現地での避難訓練と連動した訓練も、ち

ょっと検討はその都度させていただいておったんです

けれども、図上訓練上の時間進行と現地での住民の方

の動きの時間進行に、やっぱりちょっとずれが生じて、

訓練の持ち方が難しいというようなことで事務局の方

では考えており、職員のみによる図上訓練とさせてい

ただいたところです。今後もどういったやり方がいい

のかっていうことを、ちょっと検討させていただきた

いと思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 やはり図上訓練等の中でも時間のずれがあることも

確認されているということですので、そこをいかにこ

う時差を少なくしていくかということも大事だと思い

ますので、ぜひあの市民の方の参加も含めてお願いし

たいと思います。 

 令和５年には図上訓練になって、令和６年にはまた

各地区のほうの、総合防災訓練の形になるんでしょう

か。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 令和４年度が防災訓練、令和５年度は図上訓練、令

和６年度はまた総合防災訓練ということになります。

以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 来年令和４年が本町地区、尾花沢地区ですので、令

和６年は本町地区でない地区のほうに、そういう形に

戻るというか、していく予定でしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 すみません、答えの内容に不足がございました。総

合防災訓練につきましては、従来からも尾花沢地区、

福原地区、宮沢、玉野、常盤のローテーションで行っ

ておりました。隔年になってもそのローテーションに

ついては維持したい考えです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 各地区においても総合防災訓練というのは本当に大

事だと思います。やはり各地区ごとに、いろいろ防災

に関しても違いがあると思いますので、各地区に合わ



せての防災訓練をきちんとこれからも行っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、避難所の設置マニュアル化についてお伺いい

たします。マニュアル化されているということで、各

避難所によって管理者が違う、またそれぞれの地域に

よっても違いがあるところに対して、しっかりと対応

されているかお伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。市長答弁にもございましたけれ

ども、指定避難所につきましては、学校社会教育施設

から、中には民間の施設もございます。避難所開設に

当たってまず問題となりますのが、まず休日、夜間の

場合、どうやって鍵を開けるのかということに、まず

先になってくるわけですけれども、その鍵の所在です

とか、緊急時の連絡方法については、施設ごとに全て

異なっておりますので、避難所点検の際に担当職員だ

けでなく、地元の自主防災会長さん、また役員さんか

らも立会いをいただいて、非常時の開設方法について

点検、また施設内のどこに資機材があるのかなど、数

量はどのくらいあるのかということについて点検をさ

せていただいております。 

 マニュアルについてですけれども、これはあの非常

時の際に、避難所担当者に持たせていく７つ道具があ

るんですけれども、その中にマニュアルのほうも入れ

させていただいて、特に今新型コロナウイルス感染症

の影響で、避難所での感染症対策が求められていると

ころですので、そういった県のガイドラインがあるん

ですけれども、そういった物も配布させていただいて

おります。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 ありがとうございます。避難所開設は初動が本当に

大切になると思いますので、やはり皆さんで情報を共

有して、しっかりと、早期に避難所を開設していただ

けるようによろしくお願いしたいと思います。 

 あと市長答弁の中に、自主防災会の中で温度差があ

るということで、出前講座を開かれているということ

をお聞きしております。昨年、令和２年度が３回、今

年度が８月時点で５回開催されているということで、

やはりコロナ禍ということで、件数的には少ないよう

ですけれども、しっかりと対応されているというのが

大事になると思います。この中で、福原と常盤地区に

おいては、地区内の全ての自主防災会のリーダーや役

員が参加したということがありますので、やはり皆さ

んが情報を共有していただくということは大事になる

と思いますので、今後、玉野地区、宮沢地区、また尾

花沢本町地区においての出前講座というのは予定され

ているのでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 お答えいたします。防災出前講座を企画した当初に

ついては、１集落１単位、自主防災会単位ごとに訪問

させていただいて講座を想定しておりましたが、福原

地区と常盤地区につきましては、常盤地区公民館、事

務局のほうを通じて、ぜひ実施したいという申し出が

ありましたので、実施をさせていただきました。おか

げさまで、多くの地区を対象にいろんな講座、ともに

学び合う防災学習をすることができたところでござい

ます。そのほかの地区につきましても、地区公民館の

ほうを通じて、相談させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 避難所の設置１つにしても、やはり皆さんで情報共

有すること、そしてまた各自主防災会でも、それぞれ

の自主防災会が取り組んでいる取り組みの姿を見るこ

とによって、自分たちではなかなか活動ができていな

い自主防災会のほうでも、自分たちであったらできる

こと、また自分たちができないことをどうやっていく

かという、１つの課題を見つけるのにも大事な研修に

なるかと思いますので、ぜひ地区全体での取り組みも

企画していただきたいなと思います。 

 次に、認知症対策についてお伺いいたします。尾花

沢では、やはり先ほど言ったように、高齢者保健福祉

計画、また介護保健事業計画ということで、しっかり

と年次目標を立てながらの状況になっていることを見

させていただいたところです。やはりコロナ禍という

ことですので、なかなか予定どおりにはできていない

状況もあるかとは思いますが、しっかりと数字が出て

いるというところに、大変大事なことだと思います。

私自身も知り合いの方をお家まで送らせていただいた

ということがありますが、どなたか分からない、どこ

の人か分からないという時に、どうやってその方に安

全を確保するかというふうになった時に、やはりあの

地域の取り組みが必要だということが一番大事なこと



になると思います。それで先ほどありましたけれども、

認知症サポーターの養成講座も、何回か私自身も参加

させていただきましたが、地域の意識、認識が必要だ

と思いますので、今後その地域の方に認識を持ってい

ただくために、やはりコロナ禍で人が集まるというの

は厳しいところがあると思いますが、今後どのような

形で地域の方に認知症の理解、また社会で支えていく

というところを啓発していくかお伺いしたいと思いま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答えいたします。地域のほうで介護及び認知症に

ついての理解、こちらは大変重要でございまして、地

域については、公民館を通じてとか介護予防教室等に

ついても、そちらのほうで認知症について十分周知し

てまいりたいと思っております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 本当に意識を持っていただくということが大事にな

るかと思います。そのためにもやはり今課長が言われ

たように、しっかりと地域で支えられる土壌を作って

いくとともに、支え合える尾花沢をしっかりと構築し

ていくことが大事になると思いますので、対応をよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 その中で、鶴岡市で取り組まれている見守りシール

というのがありますが、やはりいろんな情報が入って

いるので、悪用されるのではないかという心配な面も

ありますが、やはりそういう情報があることによって、

いち早く対応できるということがあると思いますので、

調査研究を行っていくということでしたけれども、ぜ

ひ前向きにご検討いただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 仰せのとおりでございますけれども、まず尾花沢市

においては、市長の答弁でもありましたとおり、徘徊

高齢者等支援事業のほうを推進して、その鶴岡市でや

っている事業につきましては、調査研究してまいりた

いというふうに思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 小関英子議員。 

◎５番（小 関 英 子 議員） 

 やはり新しいことの導入というと、いろいろ課題等

も出てきて、また今行っている事業との関連もあると

思いますが、やはり尾花沢の市民の安全を守っていく

ためにも、いろいろな角度からの調査研究をしていた

だいて、より良い尾花沢、そして住みよい尾花沢を作

っていただけるように、共々に協力し合いながらやっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、小関英子議員の質問を打ち切ります。 

 次に４番 大類好彦議員の発言を許します。大類好

彦議員。 

〔４番 大類好彦 議員 登壇〕 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 それでは、一般質問を始めたいと思います。２年ぶ

りになりますのでよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 まず、学園構想についてお伺いいたします。２年前

にも質問いたしました。その時は、大変重要で大事な

問題ですので、場所、規模、費用などの洗い出しをし

て、任期中に方向性を決めていくと言ったような、令

和元年３月定例会の答弁だったと思います。３年が過

ぎて４年目に入り、今現在どのようになっているのか

お伺いしたいと思います。今までも、何人かの議員の

方から質問がありました。整理するためにも内容を確

認したいと思います。いつ、どこで、何をといったこ

とで、令和９年を目標に、７～８haの土地を購入して、

保育園、小学校、中学校を建設するということでよろ

しいかお伺いいたします。重ねて５ヵ所ある候補地の

購入代金はいくらぐらいになるか、保育園、小学校、

中学校を建てるとすれば、建設費はいくらぐらいにな

るかをお伺いいたします。ちなみに、私がインターネ

ットで調べたところ。東根市の東桜学館の建設費は約

50億円となっておりました。 

 続きまして、尾花沢市無形文化財の継承についてお

伺いいたします。尾花沢市無形文化財は尾花沢雅楽と

尾花沢まつり囃子があります。雅楽は、正月や市の行

事などで演奏されます。まつり囃子は、８月27日の尾

花沢花笠まつりの際に、朝から晩まで市内を練り歩き

演奏します。尾花沢雅楽は、昭和50年に尾花沢市無形

文化財に認定されました。尾花沢まつり囃子は、昭和

54年に無形文化財に認定されました。平成30年には、

日本遺産の構成文化財となっております。雅楽は三鼓、



三管、三つの太鼓と三つの笛の形式を採っております、

楽太鼓、鉦鼓、三つの太鼓、龍笛、篳篥、笙の三つの

笛によって、越天楽という曲を演奏いたします。念通

寺さんの楽器を使わせていただいておりましたが、数

年前一般コミュニティ助成事業、いわゆる宝くじ助成

や、ふるさと形成事業などの補助金により、楽器、衣

装などを揃えていただきました。おかげさまで、会員

は高齢化が進んでおりましたが、ここ２、３年で数人

の新入会員が入会しております。まつり囃子も10年ほ

ど前、宝くじ助成ふるさと振興事業などの補助金によ

り、三味線、篠笛、太鼓、法被などを購入し、こちら

もお陰様で、小学生、中学生などの会員が増えました。

しかしながら、その後の対応は残念ながらまかせっぱ

なしのような気がいたします。コロナ禍ということも

あると思いますが、今後の尾花沢市無形文化財につい

て、どのように活性化させていくかお伺いいたします。

また、今新しく買った楽器等はどこにありますか。雅

楽の楽器は、美術品的な価値もあると考えます。市民

が見られる場所への展示も考えてはいかがでしょうか、

お伺いいたします。 

 続きまして、コロナ禍における商店街の活性化対策

についてお伺いいたします。昨年の今頃は、コロナが

治まって、例年とほぼ同じような尾花沢まつりができ

るだろうと誰もが思っていたと思います。しかしなが

ら、変異株が何種類も出てきて、なかなかコロナの終

息は見えてきません。そんな中、コロナで困っている

方々はたくさんいらっしゃると思いますが、今回は特

に商店街、商工業者についてお伺いいたします。今コ

ロナ対策は90種類にのぼります。昨年度は様々な対策

がありましたが、今年度は半年が過ぎましたが、昨年

よりも対策が少なくなっていると感じます。今９月定

例会においても、プレミアム商品券の10％から30％へ

の増額、アフターコロナを見据えたオンライントリッ

プ、じもとＤＥグルメ満喫事業など考えているようで

す。これは商店街にとってありがたいことだと思いま

す。しかし私は、前回の持続化応援支援金10万円、に

ぎわいづくり応援事業30万円、市報の表紙につけた、

おうちでお店ごはん事業200円券５枚などの事業も、

もう１回実施が必要だと思いますし、要望の声があり

ます。改めて今までの対策と今後の対策についてお伺

いいたします。 

 以上で質問席からの質問といたします 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ただ今、大類好彦議員からは、大きく３点について

ご質問をいただきました。随時お答えしてまいります。 

 学園構想については、教育委員会より答弁いただき

ます。 

 次に、尾花沢市無形文化財の継承についてお答えし

ます。 

 尾花沢市無形文化財に指定されている「尾花沢雅

楽」及び「尾花沢まつり囃子」については、それぞれ

が保存会を組織し、社会教育課文化財係が「尾花沢雅

楽保存会」、尾花沢地区公民館が「尾花沢まつり囃子

保存会」の事務局を担っております。 

 尾花沢雅楽保存会については、平成29年度及び令和

元年度に、楽器・衣装・高欄の購入のため、合計約

650万円の補助金を交付しており、尾花沢まつり囃子

の保存会には、平成24年度に楽器・衣装の購入のため、

（一般コミュニティ助成事業として）250万円を交付

しています。 

 無形文化財の保護については、コロナ禍の中、地域

の祭り等の開催や伝統芸能の練習ができず、継承活動

に影響が出ているとして、国においては文化財保護法

を改正し、保存・活用に注力しているところです。こ

うした国の動向も踏まえ、本市においても、無形文化

財の保存・活用を目的とした制度の整備が必要と考え

ており、伝承活動や公開演奏会等のようなソフト事業

についても支援できるよう、検討を進めてまいります。 

 また、「尾花沢雅楽」と「尾花沢まつり囃子」につ

いては、平成30年度に日本遺産の構成文化財に認定を

受けた文化財であることを市民に対して周知及び啓発

を図るとともに、担い手の確保など後継者育成につな

げていくため、市内小中学校において演奏の機会を設

けたり、公共施設において楽器の展示を行うなどし、

今後とも保存会に寄り添いながら文化財継承に努めて

まいります。 

 次に、コロナ禍における商店街の活性化対策につい

てのご質問ですが、新型コロナウイルス感染症に係る

尾花沢市緊急対策事業として、昨年度は80を超える事

業に取り組んできました。そのうち、商店街の店舗等

が対象となった事業は融資を除くと約13事業となって

おり、市としてもコロナ禍の深刻な影響を打破すべく

様々な支援を行ってまいりました。 

 イベントの自粛や学校の休校等の影響を受け、経済

活動が急激に落ち込む中、事業者の方々や市民の皆様

からの声をお聞きし、事業者への直接支援事業の他、

市民の皆様が商店街で使用する商品券等を発行する間



接的支援事業を、感染状況を踏まえながら県内でもい

ち早く展開してきました。 

 一例を申し上げますと、市内事業者の経営への影響

が大きくなってきた際には、事業と雇用が継続できる

よう「事業持続化応援支援金」を交付し、自粛を余儀

なくされ外食を控える風潮が広がった際には、出前や

テイクアウトを促す「おうちでお店ごはん事業」を５

月から延べ５カ月間実施してきました。 

 新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響は大

きく、一年以上たった今でも依然として経済回復の見

通しがたっていません。人と人との接触機会を減らす

行動変容や感染症の長期化は、小売業や飲食業の他、

旅行業や旅客自動車運送業等、様々な事業に多大な影

響を及ぼしております。昨今の感染状況を見ますと、

新型コロナウイルス感染症の影響はさらに長引くこと

も予想されますので、市民や市内事業者の声をしっか

りと聴きながら、真に支援が必要な方々へ行き渡るよ

う、更なる追加支援を検討してまいります。以上答弁

とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 こども教育課長。 

◎ことも教育課長（坂 木 良 一 君） 

 それでは、私のほうから学園構想につきましてお答

えいたします。学園構想につきましては、これまでの

定例会の際にも市長が答弁しておりますとおり、想定

を超える少子化が進行する中にあっても学校として機

能が発揮され、適正な人数によって子どもたちが健や

かに成長することを願ってのものであります。 

 はじめに、施設整備時期についてですが、尾花沢市

総合教育会議にて決定しました「尾花沢市小中学校の

あり方に関する基本方針（案）」の中で、「市内小学校

の統合については、令和９年度の開校を目指し、新た

な尾花沢小学校を建設し、市内小学校を１校に統合す

る」とお示ししたとおり、令和９年度の開校に間に合

うよう小学校を建設したい考えです。 

 次に、建設場所ですが、先に伊藤議員にもお答えし

たとおり、昨年度、都市計画区域内に５つの候補地を

抽出しましたが、今年度は候補地ごとに追加で調査を

実施し、法規制やアクセス環境などの情報を整理する

作業に取組んでおります。最終的に建設場所を絞り込

むには、現在、各地区で開催されている検討委員会の

結果を踏まえ、その後に、教育的な視点や、まちづく

りの視点などについて、より多くの方からご意見をお

聞きしながら検討を重ね、選定してまいりたいと考え

ております。 

 最後に、整備する施設についてですが、おもだか保

育園や尾花沢小学校の老朽化を考慮すれば、保育所と

小学校を一体的に整備することで、保育所と小学校の

連携も図れるほか、グラウンドや駐車場などの施設を

共有もでき、効果的で効率的な教育環境が整備できる

ものと考えております。また、学校教育検討委員会か

らは、「中学校を小学校に隣接し、可能な年度で校舎

を建設することが望ましい」と提言がなされておりま

すので、将来的には、市の財政状況を踏まえながら、

統合小学校に隣接した形で新たな中学校を整備したい

と考えております。 

 次に、小中学校の整備に係る土地、建物の予算につ

いてのご質問ですが、現在、小学校の統合について協

議を進めているところであり、統合のあり方を地域で

話し合っている現時点で建設費用を積算することは、

進める手順からして困難であります。中学校について

も併設する時点での生徒数によって規模が変わってき

ますので、現時点で見通すことは難しい状況です。 

 小学校については、今後、各地区検討委員会からの

報告を受けて、最終的な統合への方針が決まれば、建

設すべき学校規模が決まります。また、調理施設やプ

ールも含め子どもたちが学ぶ環境として必要な機能に

ついて、学校や保護者、地域の方々の意見も踏まえ検

討し、小学校建設に係る基本構想を策定していきたい

と考えています。その後に基本計画を策定していきま

すので、その時点で小学校整備に係る事業費の概算に

ついてもお示しできるものと考えています。 

 また、土地の購入については、建設場所を決定した

時点で、その土地の鑑定評価を行い買収単価を決定し

ていく考えです。 

 なお、学校整備に係る補助金については、現時点で

は、文部科学省の公立学校施設整備費負担金を活用す

る考えです。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 それでは再質問したいと思います。東桜学館は、中

学生が３学年、高校生が３学年で６学年です。小学校

６学年、中学校３学年で考えますと９学年になります。

単純に東桜学館の50億を６学年で割って、９学年９倍

にしますと、75億円ほどになります。それにプールや

土地代などを考えなければならないと思います。保育

園、診療所、ゴミの焼却場などの建設も予定されてい

ると聞いております。保育園に10億円、診療所に10億

円、ゴミ焼却場などに40億円かかるとすると、合計す



ると約150億円ぐらいになるのではないかと危惧して

おります。 

 まず保育園についてお伺いしたいと思います。おも

だか保育園のあり方検討委員会の答申を受けていると

ころですけれども、私が調べたところでは、習志野市

では、平成25年に敷地面積2,912㎡、保育園が100名程

度で、幼稚園が120名程度の規模で、11億円ほど建設

がかかっております。保育園の現在の状況についてお

伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答え申し上げます。学園構想における質問かと思

いますけれども、保育園につきましては、昨年度、保

育施設未来予想図検討委員会から保育施設について、

多様なニーズに合わせ急激な出生減少に対応しなけれ

ばならないとの提言を受けております。その際の、今

の段階での市の役割としましては、学園構想の中に、

子育て支援センターの設置、病児病後児保育、放課後

児童クラブ等の、その公立でしかできないような設置

の方法を考えております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 いずれにして、今のところ保育園の建設については

なかなか話が進んでいないという現状だとお聞きして

おります。 

 続きまして、診療所のほうのあり方検討委員会でも、

建設移転が検討されているとお聞きしております。10

年ぐらいの間に、街の中心部に移転すべきというお話

をお聞きしておりますが、今のところどのようになっ

ているかお伺いいたしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 中央診療所事務長。 

◎中央診療所事務長（永 沢 八重子 君） 

 中央診療所のあり方ついては、現在検討委員会を設

置しまして、検討しているところでございます。その

中で、課題の一つとして、施設の老朽化ということが

挙げられておりますが、現在は医療コンサルタントか

ら示された、今後診療所が担うべき機能についての検

討を行っている段階でありまして、移転新築といった

議論は行われておりません。今後、診療所の方向性が

決まりまして、その方向性を実現していく中で、現在

の施設の改修あるいは改築といったことも検討してい

かなければならないと考えますが、その際につきまし

ては、市民の利便性や、まちづくりの観点等も踏まえ

た形で検討してまいりたいと考えております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 また、環境衛生事業組合のほうでは、令和８年を目

処に40億円ほどかけて、ゴミ焼却場などを整備して建

設していきたいというふうに聞いておりますが、内容

はどのようになっておりますか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 環境エネルギー課長。 

◎環境エネルギー課長（本 間 孝 一 君） 

 焼却施設でありますけども、施設の概算が40億円と

いいますのは総額での概算となります。これから尾花

沢市、大石田町の負担割合、また交付金の活用等もあ

ります。市の負担がどれぐらいというのはまだ試算さ

れておらない状況であります。また、計画時期に関し

ても、市と町の財政状況を考慮しながら、今後検討し

ていくということであります。それから、現在ＰＦＩ

の導入ということも、環境衛生事業組合のほうで検討

しておるようであります。それによっては、また金額

のほうも変動するということでございます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 私が試算したところ、今の大石田、尾花沢の予算の

割合から検討して、40億円のうちの約26億6,000万円

分ぐらいが尾花沢市の負担となると仮定されます。そ

れに、いろんな補助金を３割ぐらいもらえたらと試算

しますと、18.6億円ぐらいの試算になりました。その

他いろんな補助金、新しいものがありましたら、やは

り使っていただければと考えております。 

 中学校は32年ほど経っているんですが、あと20年ぐ

らいはもつと思うんですけれども、20年後ぐらいに立

てるということでよろしいかお伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（坂 木 良 一 君） 

 まずは、小学校の校舎を整備していくというような

ことで、その後、やはり財政状況を踏まえた上で建設

時期については判断していきたいというふうに考えて

おります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 



 小学校、保育園、診療所の改築時期、ごみ焼却場な

ど考えると、令和９年、10年その辺りに建設が必要に

なってくると考えられます。規模、補助金にもよりま

すが、50億円から70億円ほどかかってくると想定、私

の計算では想定されています。財政計画を立てて予算

執行していかないと大変苦しくなると思いますが、財

政課長は適切な負債額はいくらぐらいと考えておりま

すか。北海道の夕張市では、炭鉱の街から観光の街へ

と変わろうとして、多額の負債により財政破綻したこ

とは皆さんも十分ご承知だと思います。尾花沢市でも

数年前大変厳しい時期がありました。そういったこと

を踏まえ、どのようにお考えですかお伺いいたします。 

 また、建設費の補助金はどのぐらいになるか、わか

れば併せてお伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 大規模なプロジェクトがいくつも計画されていると

いうふうなことで、市の財政が大丈夫ですかというふ

うなご質問でございますけれども、新庁舎建設の際も、

議会の皆様などから、市の財政は大丈夫かというふう

な心配するご意見をいただいたところでございます。

大類議員からもありましたように、かつて本市では、

実質公債費比率が18％を超えたことで、起債許可団体

といたしまして、新たに借金を起こす場合に、国・県

の許可が必要になった非常に厳しい時期があったとあ

りました。こうしたこともありまして、新庁舎建設の

検討にあたりましては、できるだけ正確な事業費を見

積もるということがまず大事だと思っております。ま

た、事業実施にあたりましては、これも大類議員から

ありましたけども、今後の財政運営に与える影響、こ

ういうものをしっかり見極めるためのシミュレーショ

ン、これもやっていかなければならないというふうに

思っておりますし、そういうことをチェックした上で、

実質公債費比率や将来負担比率といった財政指標、こ

れが財政健全化法に定められておる基準内に収まるの

かどうかというふうなすべてをチェックした上で、収

まるというふうな判断をして、庁舎建設令和元年５月

１日の開庁というふうなことで進んできたところでご

ざいます。大類議員ご指摘のように、学園構想とか、

いろいろな大規模メニューがありますけれども、その

いずれをとっても、事業費がまだはっきり分からない

状況でございます。分かればいろいろな試算してみる

というふうなこともできるようになるかとは思います

けれども、その中で、健全財政を維持していくために

も、場合によっては事業費の縮減あるいは事業の取捨

選択、実施年度の繰延など、いろいろな検討をしてい

く必要があろうかと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 今、中国のほうでは、建設ラッシュで木材などが高

騰しているということを聞きしております。また、コ

ロナの影響で輸入がなかなか上手くいかなくて、建設

資材の高騰などもあります。これから６年後、10年後

建設費が安くなるということはなかなか考えにくい、

むしろ高くなるというふうに考えるのが当たり前だと

いうふうに考えています。 

 続けます。夕張市では11万人の人口が現在7,000人

ほどになっているようです。水道などの公共料金、い

ろんなものが上がって、いわゆる借金の返済が今も続

いているということです。あと５年程で返済が終わる

というふうにお聞きしております。慎重に当市での財

政計画を立てていただきたいというふうに思います。 

 子育て支援、若者定住に予算を取っていくべきと考

えております。手厚くするべきと考えております。人

口減少に歯止めをかけるのが最優先ではないかという

ふうに考えます。小学校のほうなんですけども、小学

校の校舎を今の裏のほうの土地に建てるのも選択肢の

１つではないかと思います。小学校の相撲場からプー

ル、グラウンドの側の最長は約110ｍほどあります。

校舎は約60ｍほどです。これは民間の住宅地図で、私

が測って縮尺を計算したものですので、多少の誤差は

あると思いますが、おおよその目安にはなると思いま

す。また、小学校の裏側の相撲場、プールのある土地

の面積と、中学校の校舎の体育館を除いた面積を合わ

せてみると、余裕で中学校の校舎、体育館を除く校舎

が立つくらいの面積になっております。小学校の裏側

の面積は思ったよりだいぶ広い土地になっております。

プールは、私が小学校の時からありましたので、50年

ぐらいになると思われます。そろそろ新しく作る時期

になっていると考えます。また、今の小学校は中庭が

あり、中庭がない設計にすれば、駐車場スペースも広

くなると考えます。また、下のグラウンドに建てると

いう選択肢もあると思います。市長は、丹生川に近い

ということで建てられないということも言っておられ

ますが、市の2019年保存版防災情報ガイドいわゆるハ

ザードマップでは、安全な場所になっております。福

原地区の人には近くなるし、玉野地区の人にも347号



で交通の便が良いと考えますが、防災危機管理室では

いかがお考えですか。お伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 防災危機管理室長。 

◎防災危機管理室長（小 埜 和 広 君） 

 現在の学校用地内についてのお尋ねかと思いますけ

ども、その件につきましては、市全体的な考え方でご

ざいますので、ちょっと差し控えさせていただきたい

と思いますが、浸水想定区域の件につきましては、仰

せのとおり、尾花沢小学校から数百メートル、丹生川

側のほうに浸水想定区域があり、尾花沢小学校隣接地

については、想定区域外となっているという状況にご

ざいます。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 25年後には、今の半分の人口になるというデータも

あります。無理に小学校を移転させ、中学校20年後30

年後に移転するというと、私は80歳、90歳になってし

まいます。子育てなどに厚い予算を使っていくべきと

考えます。 

 次の質問に入りたいと思います。市の無形文化財に

ついてでありますが、尾花沢雅楽は、最高基本12人の

演奏形態になっております。６種類の楽器があります

ので、最低６人が必要で、最高で12人の形態になって

おります。指導者は以前、市役所の職員の方も多くお

られましたけれども、今は一般会社員、自営業の方が

多く指導されております。今般市役所職員の方も、体

験入学したいという人も出てきてありがたいと思って

います。私は、中学校・高校で運動部でしたので、音

楽の知識はほとんどありませんが、微力ですが手助け

になればと思って手伝いをさせていただいております。

皆さんからもお気軽にご参加いただければと思います。

課長からもどのように練習しているか見に来ていただ

ければありがたいと思います。毎回とは言いませんが、

１回か２回程度見に来ていただければなと思います。

また、広報にも来てほしいという要望があり、お伝え

していると伺いましたが、いかがお考えでしょうか。

お伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   敏 君） 

 議員が仰りますように、これまで練習しているとこ

ろに、私自信行けていなかったということもございま

すので、今後練習風景なども見させていただきながら、

また現場で会員の方たちとの話のほうさせていただき

ながら、課題についてなども話し合いのほうをさせて

いただきたいと思っております。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。まつり囃子、花

笠おどり、雅楽など、地域の伝統文化を大切にするこ

とが、故郷の誇りを持つことにつながり、人口減少の

一助につながると考えております。県知事に陳情に行

った際に、尾花沢市には良いものがたくさんある。雅

楽をもっと押していけばというような知事からお話が

ありました。知事も大変勉強しているんだなというふ

うに感じましたけれども、あの時、加賀県議と私と市

長と陳情に行ったわけですが、市長はどのようにお考

えですか。お伺いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 日本遺産に指定になって、そして市民の間でも、

尾花沢雅楽および尾花沢まつり囃子に対しての市民の

感情は、今までとはもう本当にかけ離れたくらい皆さ

ん理解してくれていると思います。そんな中で、もう

皆さんから、衣装が本当にボロボロで大変なんだと、

なんとか考えてもらえないかというふうなことで、私

が市長になって、まずそれをやろうというふうにして、

そして皆さんの希望のあったものを、楽器を含めて整

備するため補助したわけです。ですから尾花沢市とし

ては、どうやったらそれが可能になるかというのを模

索して、そして取り組んできたということは、もう議

員はよくおわかりだと思います。そして、できること

ならば、練習をする際に、きちっとした定まった場所

での練習ができれば、いろんな形で市民からも練習風

景を見てもらえるんじゃないかというふうに思ってい

ます。そして、そういうふうな方向に持っていけたら

というふうに、議長当時にお話ししたことがあったと

思います。それを受け止められて、市のほうに、今後

雅楽についてこういうふうな方向を考えられないかと

いうふうに提言してもらえるんじゃないかなと思って

期待しております。ですから、そういったことを含め

てですね、雅楽に携わっている皆さん、まつり囃子に

携わっている皆さんが、こういうふうな形でやりたい

というふうな形で、社会教育課を中心にですね、職員

の方々に足を運んでもらって、現状を見てもらった上

で、ご意見をまとめていただけると、非常に取り組み



やすくなるのではないかというふうに思います。やれ

ることはしっかりやっていきたいと思っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 市長からも、昨年だったと思いますけれども、芭蕉、

清風歴史資料館で雅楽の新しい楽器と新しい衣裳での

発表会いたしました時に来ていただいて、演奏を聴い

ていただきました。本当にありがたいと思います。ま

た今雅楽のほうでは、東京の宮内庁の先生から、イン

ターネットで指導をしていただいております。今、越

天楽という曲１曲しかないので、御上洛之宮や国歌や

さくらさくらとか、いろんなものを演奏できるような

形にご指導いただいております。そういったことを今

一生懸命やっておりますので、どうかよろしくお願い

したいと思います。 

 続きまして、商店街の活性化対策について、再質

問したいと思います。飲食店のほうも、かなり売上が

減っているとお聞きしております。飲食店の売り上げ

が減るということは、八百屋さん、魚屋さん、酒屋さ

んなど売り上げが全部連動しているということに繋が

っていき、広域的に影響することが考えられます。今

後の対策についてお伺いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。これからの商店街への対策とい

うことでございます。今年度につきましても、春第25

弾の元気おばね商品券を発行し、やってきたところで

ございまして、この10月にプレミアム商品券、30%に

率をアップしまして5,000セットを発売する予定とし

ております。10月１日号のお知らせ版にハガキを入れ

まして、10月下旬の交付予定をしております。こちら

も含め、市民の皆様に商店街等を利用していただいて、

間接的な支援、居酒屋さんも含め商店の間接的な支援

として考えている事業でございます。また市長答弁の

中にもありましたが、昨年から事業者の方への直接的

な支援と、あと今申しましたような間接的な支援との

クーポン券事業なども含めながら、いろいろとやって

きたところでございます。今後につきましては、山形

県で今実際行っております事業継続応援給付金、こち

らに類するような直接的な支援でしたり、また新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止に努めるような事業も

ございますので、商工会とも連携しながら、説明会を

開催するなどして取り組んでまいりたいと思います。

以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 よろしくお願いします。先日のＮＨＫで、山形県の

決算で、いわゆる黒字が161億円になったということ

がありました。国からのコロナの補助金が来たためと

いうことでありましたが、使わなかった部分について

は返却しなければならないということでありました。

全部がコロナの補助金とは限りませんが、尾花沢市で

もコロナの補助金を返還しなくてもいいように使い切

っていただきたいというふうに思います。財政課長い

かがお考えですか、聞かせてください。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 財政課長。 

◎財政課長（本 間   純 君） 

 コロナ予算につきましては、令和２年度の予算とい

うふうなことで、令和３年に繰り越された予算もござ

います。また追加で交付決定が来たものもございまし

て、まだ未充当の予算がいくらかございます。先ほど

も市長答弁にございましたけれども、必要なところに

必要な支援というふうなことで、今も検討させていた

だいておりますので、使わなかったものについて返さ

ないっていうわけにはいきませんので、これはしっか

り返さなければなりませんけれども、返さなくて済む

ものであれば、できるだけ市内の事業者も含めまして、

困っている方に行き届くようにしてまいりたいと思い

ます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 大類好彦議員。 

◎４番（大 類 好 彦 議員） 

 コロナの補助金を返還しないようになるべく使って

いただきたいというふうに思います。 

 質問は以上ですけれども、まだ重ねて学園構想につ

いては、建設場所は現在の場所も含め十分に検討して

いただきたいと思います。予算などについても十分考

慮して無理な支出をしないこと。子育て支援などをハ

ードだけでなくソフト面にも力を入れること。また中

学校の建設が20年後に完了するような要素もある学園

構想であります。人口減も考えて執行していただきた

いと考えます。２番目の尾花沢市の文化財については、

大変重要であると思います。まつり囃子、雅楽、花笠

おどりなど、ふるさとに誇りを持つことが人口減少の

一助にもなると考えます。市の無形文化財の認定にな

っているもの、なっていないものも、共に大事にして



いただきたいと考えます。３番目の商店街の活性化対

策については、事業持続化応援支援金10万円、にぎわ

いづくり応援事業の30万円、おうちでお店ごはん事業

などの再生支援の実施。以上などの実施を提言して、

私の一般質問を終わりたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、大類好彦議員の質問を打ち切ります。ここ

で15分間休憩いたします。 

 

             休 憩  午後２時40分  

             再 開  午後２時55分  

 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 再開いたします。 

 次に10番 和田哲議員の発言を許します。和田哲議

員。 

〔10番 和田 哲 議員 登壇〕 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 ９月定例会におきまして、先の通告にしたがい２つ

の項目について質問いたします。 

 まず初めに、イベント開催に関する行政の判断と感

染対策についてお尋ねいたします。 

 観光振興として５月に予定されていた徳良湖築堤

100周年記念事業は、10月中旬に延期して開催すると

お聞きしております。また尾花沢四大まつりなど一大

イベント等についても、これまで慎重な判断や検討を

重ねてこられたと思います。感染拡大を何としても食

い止め、市民の命と健康を守るため、今後も市内で行

うイベント等について、慎重な判断及び指導が必要と

思われますが、尾花沢市内で行われるコロナ禍のイベ

ント等について、市長はどのようにお考えか次の２点

についてお尋ねします。 

 １点目、10月に予定されている徳良湖築堤100周年

記念事業は、どのような内容で、どのような感染対策

を行い実施する予定ですか。 

 ２点目、尾花沢市内におけるイベント等について、

開催の可否は何を基準として、どう判断していくのか

市長のお考えをお聞かせください。 

 次に２つ目の項目といたしまして、コロナ禍の子ど

もたちに関する質問です。 

 昨年の全国小中学校への臨時休校要請や緊急事態宣

言が行われて以降、子どもたちは本来行われるはずの

行事等を体験できないことが増えています。このよう

なコロナ禍で生活する子どもたちに対して、本市はど

のように向き合い支えていくのか、次の３点について

お尋ねします。 

 １点目、尾花沢市学校教育、主な予定について今後

の見通しはどのようか。 

 ２点目、遠足や修学旅行など、子どもたちにとって

思い出に残る行事について、これまでの実施状況と今

後の判断はどのようですか。 

 ３点目、中学３年生の高校受験に向けて、どのよう

に寄り添い進路希望を叶えていくのか。 

 これら３点は、各学校長判断によるものではなく、

市長及び教育委員会としての考えについてお尋ねする

ものであります。 

 以上で質問席からの発言といたします。ご答弁お願

いいたします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 和田議員からは、大きく２点の質問をいただきまし

た。２点目の質問については、教育委員会よりご答弁

いただきます。 

 初めに、徳良湖築堤100周年記念事業についてです

が、10月16日土曜日に、徳良湖を囲んで花笠踊りを一

斉に踊る「徳良湖一周花笠踊り」を開催する予定です。

例年、花笠踊り大パレードにご参加いただいている市

内を中心とした各団体に参加を呼びかけ、築堤100周

年を花笠踊りで祝います。また、翌17日日曜日には、

「県内ゆかりの歌手による野外ライブイベント」をグ

ラウンドゴルフ場で開催します。グラウンドゴルフ場

を観覧エリアとし、駐車場にラッピングトラックを活

用したステージを設営することとしています。 

 感染対策については、人と人との間隔を十分に確保

し、密集を回避することや参加者等の連絡先を把握す

ること、体調がすぐれない方へ参加自粛の協力を要請

することなど、政府の基本的対処方針を踏まえ、県が

定めた「イベント等の開催に関する基本方針」に基づ

き対策を講じてまいります。また、野外ライブイベン

トに関しては、観覧者を市内在住者に限定し、人数も

最小限に設定していることから、公開ラジオ放送とＹ

ｏｕｔｕｂｅでのライブ配信を実施し、市内外の方に

自宅などでも楽しんでいただける環境を整えてまいり

ます。 

 次に、イベント開催の判断基準についてですが、徳

良湖築堤100周年記念事業をはじめとした各イベント

を開催するにあたっては、県内の感染状況を踏まえ、

開催することができるのかを判断しなければなりませ



ん。本県では、感染の第５波に入り、感染拡大に歯止

めがかからない状況が続いていることから、県内全域

の注意、警戒レベルをレベル４、特別警戒に引き上げ

るとともに、８月20日から９月12日までを「感染拡大

防止特別集中期間」とし、全県挙げて感染拡大防止に

取り組んでいます。イベント開催時に注意、警戒レベ

ルがどのようになっているのかを見通すことは難しい

状況ですが、市内の感染状況に加え、県内における感

染の地域分布やクラスター発生状況などを考慮し、市

民の安全を守りながら開催するためにはどうすればい

いかの視点を持ちながら、総合的に判断してまいりま

す。 

 また、市内各団体が主催するイベント等に関しては、

県の方針に基づいた感染対策の実施と、感染状況を踏

まえた開催可否の判断について、引き続き協力をお願

いしてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 私の方から２つ目の質問についてお答えさせていた

だきます。 

 まず１つ目、市内の尾花沢市の学校教育、主な予定

についての今後の見通しについてお答えします。 

 市内の小中学校の行事の見通しについてですが、運

動会や文化祭などの学校行事については、内容の精選

や密を避けるなどの配慮について考慮しながら、実施

していく方向で計画しています。ただし学校関係者に

感染者や濃厚接触者が出た場合や、県内や市内の感染

状況によっては、内容の見直しも必要な状況も考えら

れます。その際には文部科学省から示されたガイドラ

インに基づいて、各学校と連絡を取りながら実施につ

いて判断してまいります。 

 次に、遠足や修学旅行の実施状況についてですが、

昨年度はコロナウイルスの感染状況を踏まえ、感染対

策を十分に行った上で、修学旅行や宿泊研修を実施し

ました。しかし、子どもたちとの話し合いを重ねた上

で、修学旅行の実施を見合わせることになった学校も

ありました。 

 今年度の計画及び実施状況について申し上げます。

小学校５校については、例年通り一泊二日の修学旅行

または宿泊研修を計画しています。７月中までに４校

が旅行または研修を実施済みであり、残り１校につい

ては10月の実施を予定しています。中学校については、

国内の感染状況を踏まえ、関東方面への旅行の計画を、

県内の一泊二日の旅行や、二日間日帰りによる県内の

旅行に変更するなど、十分な配慮のもと実施可能な旅

行を計画し、９月、10月の実施を予定しています。小

学校、中学校ともに、子どもたちの思い出作りのため、

実施に向けて工夫しながら計画実施していただいてお

ります。 

 ただし修学旅行についても、新型コロナウイルスの

感染状況によっては、内容の見直しが必要な状況も考

えられます。その際には各学校と連絡を取りながら総

合的に判断してまいります。 

 進路希望の実現に向けた進路指導についてお答えし

ます。進路指導の視点としては次の２つが大切である

と考えます。１点目は目標を持って学習に取り組む意

識を育む進路指導。２点目はコロナ禍における学びの

時間の保障です。 

 １点目の目標を持って学習に取り組む意識を育む進

路指導について申し上げます。子どもたちにとって将

来の自分について考え、その考えに沿った進路選択を

することは大変重要なことです。中学校における進路

指導では職業について、家族から学ぶ、職場体験を通

して学ぶ、先輩の体験から学ぶという段階を踏んで指

導します。これらの段階を考慮しながら、子どもたち

一人ひとりの考えや希望に沿って共に考えていく指導

を大切にし、進路希望の実現に向けて努力する子ども

の育成を図っています。 

 ２点目のコロナ禍における学びの時間の保障につい

て申し上げます。昨年度は休校や分散登校等の影響も

あり、授業時数の確保のために夏休みを短縮するなど、

通常とは異なる状況になりました。このことを踏まえ

今年度は子どもたちの学びを保障するために、各学校

の教育課程で工夫や配慮がなされておりますので、い

くつか紹介させていただきます。 

 １つ目は、行事の実施内容の見直しと準備期間の短

縮です。全ての小中学校で行事の実施内容について吟

味し、その準備に何が必要かを考え直すことで準備期

間の短縮を図っています。 

 ２つ目は、午前中の５時間授業の実施です。このこ

とにより授業時数を確保するとともに先生方の授業準

備の時間確保や子どもたちのゆとり確保を目指してい

る学校があります。これらの事例をはじめとして、子

どもたちの学びの保障に向けて取り組んでまいりたい

と思っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 



 ご答弁ありがとうございます。ご答弁を受けまして

さらに質問をしたいなと思いますが、その前にですね、

率直な感想についてお尋ねしたいと思います。 

 徳良湖築堤100周年記念事業、10月16日に開催を予

定していると。主な内容については、花笠踊り大パレ

ードに参加いただいている方々の各団体に参加呼びか

けて行いたいと。先月８月28日、尾花沢大パレードは

残念ながら開催することができませんでした。同じ屋

外、率直にですね、これやるんだったら８月28日に大

パレードできたんじゃないのかなと、私率直に思った

んですが、同じ条件的に屋外で、大パレードに参加い

ただいている団体が参加するということなりますけれ

ども、８月28日が開催できずに10月16日、さまざまな

条件あると思うんですけれども、その判断の違いとい

うのは一体どうなんでしょうか。よろしくお願いしま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。花笠大パレードにつきましては、

尾花沢の旧13号線、県道120号沿いを使って開催する

ことが通例でございます。やはりあの観客、観覧する

方も含め、あの通りに一極集中してしまうということ、

これについてはちょっと避けなければならないかなと

思って延期の判断をさせていただきました。 

 また徳良湖築堤100周年記念事業につきましては、

徳良湖を一周する、一周３㎞の徳良湖に３ｍ間隔、

1,000人を集めてというふうな計画でございましたが、

今回、今参加募集中ということで、参加していただけ

る方で、その築堤をお祝いしていこうというふうなこ

とで計画しているものでございます。やはりあのソー

シャルディスタンスを保ちながら、徳良湖での開催は

可能かというふうなことで今やる予定としてございま

す。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 私あの、お話伺いまして、一番の違いは観客なのか

なと感じておりました。踊り手に関してはソーシャル

ディスタンスは可能ですけれども、10月16日は観客は

なしということでよろしいんでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。お見込みのとおり、観客を呼ぶ

という考え方ではなくて、踊り手がその築堤100年を

お祝いするという観点でございまして、無観客の予定

でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 違いについて分かりました。では８月28日と10月16

日をしっかり切り離した形で、10月16日についてお尋

ねしたいと思います。 

 またちょっと具体的な話になる前ですけれども、市

長の思いについてお尋ねしたいなと思います。10月16

日に花笠おどりをやるんだというような思いでいらっ

しゃいます。やはりあの市長は市民をですね、元気と

夢を与えることが大好きな市長だなと感じております。

特にこの祭りとかイベントに関することに関しては、

人一倍強い思いを抱いてらっしゃるのかなと思います

けれども、市長どうお考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 本当にコロナ禍の中で、市民の皆さんがもうほんと

に我慢に我慢を重ねてきていると。そんな中で、昨年

も今年も尾花沢まつりはできず、加えてまるだしまつ

りも、もう３年間続けてできないと。こういった状況

を考えた時に、果たしてどうなるのだろうと。何がで

きるのかと。現在もこのコロナ禍で、どうやったらど

ういうことができるんだろうかというのを、各実行委

員会に考えていただきたいというふうに強く思ってお

りました。しかし残念ながら、各実行委員会では、そ

の予定されていた日程、例えば５月の徳良湖まつり、

これもできず、観光物産協会のほうでもできないとい

う方向で、実行委員会では決まり、そしてまるだしの

ほうについても、商工会を中心とした実行委員会の中

でできないというふうになったと。 

 しかし、徳良湖築堤100周年記念事業に関して言え

ば、100周年というのに、やはり１つのけじめをつけ

ていかなきゃいけないだろうと。徳良湖がなければ花

笠音頭も花笠踊りも生まれては来なかったと。そうで

あるならば、今参加者を募っておりますけれども、ど

れだけの参加者が出るかは分かりません。まだ報告は

受けていません。参加していただけるという方々だけ

でやるっていう手もあるんじゃないだろうかと。でき

ない中でも、こういう形ならできるというものがある

ならば、それできちんと花笠踊りを踊って、１つの

100周年の記念すべき催しを納めるという形もあって



いいのではないかと。 

 そしてこれから尾花沢で感染者が出るか出ないか、

もちろん分かりません。感染者が出たとなった時には、

その時にはもう一度考えなきゃいけないであろうと。

その背景的なものも、きちんとを踏まえなきゃいけな

いだろうと。その中でも100周年を納めるためのこれ

はしようというのは、あるのではないだろうかと。 

 加えて17日の行事等もあるわけでございます。こち

らのほうは４月の段階で、希望を市民の皆さんに図り

まして、そして申し込んでいただいた方々、400数十

名に観客席に入っていただくというふうになっている

はずです。ですから当日、いや入りたいという方も出

るかもしれません。あとはその時の状況を把握した中

で、背景的なものも押さえた上で、あそこにどれだけ

入ったら密にならないで楽しんでいただけるか、それ

も考えなくちゃならないと思います。できるだけ多く

の皆さんに楽しんでもらいたいと思うものの、見たあ

とで感染してしまったということだけは、どんなこと

あっても避けなきゃいけない。そしてできればラジオ

で配信があったり、それからＹｏｕｔｕｂｅでの配信

もあるというふうに聞いておりますので、そういった

形で、ご自宅で楽しんでいただくこともできるのかな

というふうに思っております。厳しいんですけれども、

できることをやると、それしかないんじゃないかなと。

でもやって１つの区切りをつけていきたいと考えてお

ります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 非常に市長の強い思いが痛いほど伝わってくるかな

と思っております。開催するためにはどうしたらいい

のかという視点を持ちながら、総合的に判断していく

ということであります。本当に徳良湖築堤100周年記

念事業に関しては、確かにけじめというような、こう

１つの区切りということは大切かと思われます。そこ

だけにとらわれず、やはり子どもたちも、これまで卒

業式であったり、先ほど答弁にありました、修学旅行

も残念ながら行くことができなかった子どもたちもい

る。もちろん感染状況は、波を打ちながら変化はして

いますけれども、やはりこのコロナの影響で、その市

長の強い思いがなかなか、なかなか形にできないとい

うのが、実状ではないのかなと思われます。しかしこ

れはですね、もちろん市長のせいでもありませんし、

誰のせいでもないと。だからこそ私は慎重な判断が必

要なのかなと思われます。そういった意味も含めまし

て、これまでの経緯も振り返りながら、少しだけ掘り

下げた質問をさせていただきたいと思います。 

 令和３年度の３月定例会におきまして、市長施政方

針の中で市長がこのように申し上げております。「観

光振興について、徳良湖まつりの際に1,000人の花笠

踊りでお祝いするとともに、野外コンサートをメディ

アを通じて発信してまいります」と。先ほどの３人

×３ｍ間隔の1,000人ということで、1,000人という

考えに関しては今も健在なのかなと私思っております

けれども、1,000人の花笠踊り手でのお祝いっていう

ことでありますけれども、まあ３月定例会施政方針の

段階で、その時の感染状況の中では1,000人を集める

ことは可能だというように、私は認識しておりました

が、今も1,000人を集めることは可能だと認識してい

るでしょうか、よろしくお願いします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。やはり昨今の感染状況を鑑みま

すと、当然募集はかけておりますが、参加の申し込み

状況などを見る限り1,000人は難しいと思ってござい

ます。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 1,000人は難しいと。今ですね、参加者が花笠踊り

大パレードの参加者、先ほども申し上げましたけれど

も、その今花笠踊りの参加団体の募集を募っている最

中ではないのかなという話をお聞きしております。９

月15日まで参加したいなと、できる団体は参加してく

ださいということで募っているかと思われますが、本

当に参加する、しないは個人に委ねると。そして参加

される方のみで徳良湖をお祝いするということであっ

たんですけれども、この花笠踊りの参加団体、どこま

で把握していらっしゃるかなということなんですけれ

ども、例年踊っている団体すべてに募集を募ったので

しょうか。そしてそこに含まれる団体には、幼児、保

育の団体と、あとは小中学生が参加する各地区の子供

会、子ども育成会等の参加募集の対象になっているの

か、よろしくお願いします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。例年、花笠大パレードに参加し

ていただいています子供会も含め、市内企業というこ



とで、市内の参加団体にお声掛けをさせていただいて

おります。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 1,000人以上には募っているのかなと思っています。

先ほどの答弁の中でも、各団体に参加呼び掛けるとい

うことでありました。募り方の募集という言葉を用い

て参加を募っていらっしゃいますが、やはり市長施政

方針の中で、1,000人でお祝いしたいんだよとビジョ

ンを持っていると。私は募集なんですけれども、市民

の関わり方が、募集であると、その感染対策に関して

も、ある程度は参加するしないと判断も含めて、自分

で感染対策を行わなければならない。ただ1,000人で

やるんだというところで止まってますので、1,000人

で囲うためには1,000人必要なわけですね。私はこの

募集というような言葉を用いても、ほぼ要請に近いの

ではないのかなと、私は感じております。募集であれ

ば自己判断ですけれども、要請に近い形になれば、や

はり私は責任が伴ってくるかと思われます。その責任

というのは、感染対策はどのように講じるかというこ

とがありますけれども、この捉え方について、本当に

希望参加なのか、それとも参加するという人だけでも

やるという強い思いでありますので、やはり要請なの

か、しっかりとここあの、どういった思いで募集をし

ていらっしゃるか、明確な答えがあればよろしくお願

いしたいと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。現在は要請という形ではなく、

基本的に募集という形で行ってございます。状況を申

しましても、やはり参加の応募というものについては、

あまり少ない状況でございますので、そこで集まった

方には、きちんとした感染対策を取り、ご協力いただ

たいかなと思ってございます。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 募集の趣旨については理解しました。感染対策につ

いてお尋ねします。今、何名の方が参加されるとはま

だ分かりませんが、やはり人と人との間隔を十分に確

保して、密集を回避して、感染対策を取っていくんだ

ということでありますけれども、この募集の中身を見

ますと「徳良湖周辺には駐車場の確保が難しいため、

シャトルバスでの移動にご協力ください」とあります。

今、人の密集であったり、人流を抑制したり、分散さ

せたりした感染対策をとる中で、シャトルバスという、

砂時計状にですね、密が発生してしまわないのかとい

うのが１点と、仮に1,000人踊り手がいることを想定

して比較していらっしゃいますので、1,000人を密を

保ったまま、シャトルバスで運行することは果たして

実現可能なのか。実現するとすればもう１ヵ月後です。

具体的にどういった方法を検討されていらっしゃるの

か、よろしくお願いします。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（間 宮 康 介 君） 

 お答えいたします。当初シャトルバスっていうよう

なことで計画してございました。ある程度の台数の確

保と、ゴールデンウィークに本来は開催する予定とし

ておりまして、実際にその２席に１人ずつですとか、

定員の半分ぐらいずつの運びというふうなのを想定は

してございました。しかしながらその実際にあの、本

町地区、サルナート等々からのシャトルバスを想定し

てございますが、やはり駐車場は狭いというふうなこ

ともございますが、やはりどうしても駐車場を使わな

ければならないというふうなことも、ご意見としても、

さまざまそのあと出てきまして、駐車場での乗り入れ

というふうなのも当然想定されるというふうなことに、

今現状としてはなってございます。基本的には、県の

イベント等に関するガイドラインに基づきまして、イ

ベントですので、そういうふうにしていくつもりでご

ざいます。以上でございます。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 政府の基本方針的対処方針を踏まえ、県が定めたイ

ベント等の開催する基本方針に基づいて、その範囲内

で可能であるため、できる限りやっていきたいんだと

いうことであるかと思いますが、この質問のまとめと

しまして、やはりあの、感染対策についてであります

けれども、やはり感染対策については、私の私見です

けれども、やはり陽性とかガイドラインにしたがうこ

とで、最低限度、実施する基準は分かりやすいのかな

と思っております。しかも物理的に対応が可能なもの

なのかなと思います。しかし判断についてではありま

すけれども、やはり基準ができる、できないを示すも

のでありますけれども、判断に関しては、する、しな

い明確な基準がございません。特に難しいのは、でき



る基準の中で、する、しないという判断は、非常に難

しいのかなと私は思っております。先ほど市長の答弁

の中で、いろんな各実行委員会のほうで、協議が重ね

られてきたということでありますけれども、やはり、

そういった場で協議をしてもですね、判断となると、

人によってその判断の基準内容が違う、若干違います。

やはりその判断が協議をすればするほど、その判断の

ラインは太くなってしまって、実際どこからこうやれ

る、やれない、よしやる、やろうと、やっぱり意見が

分かれてしまうのかなと思っています。そういった意

味でもですね、やはり１つの基準になってくるのは、

市民の命を守るんだということであります。そういっ

た観点からですね、イベントに対するその市長の強い

思いを今伺いました。 

 ただ感染対策する側として、新型コロナウイルス対

策本部のですね、本部長であります副市長、このイベ

ントに対してどのようにお考えでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 副市長。 

◎副市長（石 山 健 一 君） 

 今、議員からはその判断の基準ですね、基準はその

実施する場合の１つの、ある意味上限の目安というこ

とですが、判断はまた別というふうなお話ございまし

た。 

 実際にその判断をする時点にですね、１つ基準はあ

りますけれども、感染状況なり、市民がどういうふう

な、そのイベントなり、開催に対して、意識を持てる

かというものも含めてですね、やはりそこは総合的に

かつ、こう多分ぎりぎりの判断になると思いますけれ

ども、一つひとつ判断していくということだと思いま

す。答えになっているか、なっていないかあれですけ

れども、議員からありましたように、そのやれる範囲

と、あと市民がその考えてる感覚なり、感染状況とい

うのは、全部関連性はありますけれども、またいろい

ろその時の状況は違うと思いますので、今言ったよう

な視点をですね、やっぱり総合的に見ていって、それ

でやる、やらないという判断をしていくというのは、

そこは行政の１つの役割でもあると思っています。以

上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 その基準に対する新型コロナウイルス対策本部の本

部長としてのお考えなのかなと、私はお尋ねしたとこ

ろでありますけれども。尾花沢の市民の命を守る、感

染をこれ以上広げないようにしなければならないとい

うような視点でですね、今、例えば1,000人以上の規

模で、市内で、今回徳良湖のイベントに関してであり

ますけれども、しっかりと行政主導のイベントであり

ます。しっかり感染対策をですね、もちろん責任はす

る側も参加する側もどちらにも生じますが、開催する

側のその責任として、しっかりと対策を講じることは

可能だと、いうことでよろしいでしょうか。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 副市長。 

◎副市長（石 山 健 一 君） 

 先ほど、あの基準とのその判断との関係を申し上げ

ましたけれども、そこの判断として、イベントを何ら

かの形でやるということであれば、当然ながらそのイ

ベントを実施するに当たってはですね、やはり市民の

命を守るため、まず最優先のことですので、それをき

っちりやれるという判断のもとに実施するということ

が基本だと思っております。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 非常にやっぱり、さまざまな思いがあって、判断も

必要な、判断が難しい時期であるかと思います。しか

しあの今イベント等に関してですね、実施することが、

実施するよといったことがポジティブで、しないとい

ったことがネガティブということではないのかなと私

は思っております。いつかですね、悩む必要がなくな

る日は、私は必ず来るかと思っています。ただそれま

では、やはり今日も含めて、段階的にやっぱり良くな

っていくんだろうなと。それまでやはり、この行政と

して、イベントを開き感染対策、そして参加する側の

感染対策、しっかり明確にした上で、協力し合いなが

らイベントを開催しなければ、なかなか成功に結び付

かないのかなと思っております。 

 なぜこんなに強く申し上げたかと申しますと、この

徳良湖築堤100周年記念事業はですね、令和３年度主

要施策事業の新規事業の中では、トップクラスの予算

1,360万円を投じたイベントになっています。四大ま

つりイベントの補助金の中でも、花笠まつりは約

1,080万円ほどと、それ以上の予算を投じての、尾花

沢の中では一番の予算を投じたイベントになっている

と私は令和３年の予算の段階で感じておりました。私

はそのイベントに反対してるわけではないです。これ

だけの予算を投じてやっぱりやるなら、やはりみんな

が、1,000人集まって、気持ちよくやっぱりイベント



を行ってほしいなと思っております。最終的な判断に

関しては、やはり実行委員会がありますので、私がこ

の場で申し上げる立場ではありませんが、しっかりと

した慎重な判断と予算執行をお願いしたいと思ってお

ります。 

 前段のイベントに関しては以上にしまして、次コロ

ナ禍の子どもたちのためににいきたいと思います。 

 ご答弁いただいたとおりかなと思っております。や

はりその各学校の長の判断のほうでですね、いかに工

夫を重ねて、子どもたちに少しでも思い出に残る、こ

のコロナ禍を生きる子どもたちのためにですね、全力

を注いでいただいていると感じております。これまで

の子どもたちの世代の中で、私があの拝見したニュー

スだったんですけれども、これまでゆとり世代とか、

さとり世代という言葉が生まれていまして、今度生ま

れるであろう言葉っていうのがこのコロナ世代という

ような子どもたち、とニュースを拝見したことありま

した。やはり小学校２年生以下に関しては、感染対策

を講じた学校生活しか知らないと。本当の学校の楽し

い生活をまだ体験できていないと。卒業するまで、い

つかマスクを外して、学校生活を思いっきりこう堪能

してほしいなと、そういった強い思いがありまして、

質問させていただきました。 

 特段ここに関しては再質問はないんですが、総論と

いたしまして、私がこの２つの質問項目を質問したの

には、わけがあります。まっすぐに申し上げますと、

もちろんイベントはイベント、学校教育は学校教育、

それはそれ、これはこれなんですけれども、やはりそ

の市政として、矛盾のない行政判断をお願いしたいな

ということであります。 

 国と比較するわけではありませんが、東京オリンピ

ックの開催が危ぶまれて、それが直接の因果関係では

ない、そこに関しては、はっきりとした答えが出ない

まま、今を迎えておりますけれども、感染拡大第５波、

そして実際にあった世論です。オリンピックを開催し

て感染拡大したけれども、修学旅行はなるべく自粛し

てほしい。それに対する沢山の世論は子どもたちです

けれども、感情的な部分ですね、どうして国を跨いで

いるのに、県境を僕たちは跨げないんだと。非常にそ

ういった世論を見て、私もこうどうしてなんだろうと、

強い感情を覚えた次第であります。それの縮小版に、

尾花沢も私はならないような判断をお願いしたいなと

思っています。確かに基準は分かるんです。ただし市

民のそういった感情が、やはりコロナ禍で敏感になっ

ているのではないのかなと。そういった、できる、で

きないといった数字だけではなくてですね、市民のそ

ういった感情を汲み取った判断をしていただきたいと

思いますが、まずは行政判断について市長はどのよう

にお考えか。そしてまた学校、子どもたちに関しても、

教育長はどのようにお考えかぜひよろしくお願いした

いと思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ３月の施政方針の中で、今年一年間にいろいろ考え

ている部分ついて、皆さんにお手元に配布し、ご覧い

ただいたわけです。もちろん新年度の予算を執行して

いくに当たって、市民にとって何が必要で、そしてど

ういった行事等が必要なのかというふうな形で、まず

当初は取り組んでいきました。しかし第５波がこんな

に大きなものになるとは誰も予想してなかった。緊急

事態宣言を３度発出して、そしていろんな形で、今も

って緊急事態宣言が解除できない、今月いっぱいとな

りそうですけれど、そういうふうな中で、市の行政だ

けではなくて、民間の企業にとって、取引関係まで全

て影響は出てきている。だから単なる行政だけではな

くて、いろんな分野で全てその影響を被っている状況

にあります。そういった形の中で、私らはどうするか

となれば、その時点その時点においての判断をするし

かない。だからこそ来月予定している徳良湖築堤100

周年記念事業については、当初考えていたものとは当

然変わってきても、これはやむを得ない。そういった

中でも、最低限やることはやりたいねと。そして市民

の皆さんに楽しんでもらえる方法はもっとほかにない

だろうかと。例えば今年の２月になりますが、雪まつ

りの際に、もう雪まつり自体も縮小化されて、そうい

った中で担当課の職員のアイデアで、花火を上げたい

と言ってくれました。どうだろうというから、やりた

いならやろうよということであの企画をさせていただ

いて、そして民間の企業も協力していただきました。

そして花火を上げた時に、市民の皆さんから、花火が

終わった段階から、いろんなお電話いただきました。

その言葉の中に出てくるのが「うちから一番よく見え

た」と。みんなそのことを言うんですね。ああ、それ

だけ喜んでもらったんだと、いうふうに思いました。 

 今度の徳良湖築堤100周年記念事業が、どんな形に

なっていくのか。先ほど予算も、当初ではいろんな事

業を考えていたから、それなりの予算を組んでありま

す。しかし、その事業が縮小されていけば当然事業費

も変わっていきます。これからあと１ヵ月余りしかな



い状態の中で、ならばこれをやろうかというものが出

てくるかはどうか分かりません。議員の皆さんから、

じゃあせめてこれをやったらどうだろうというアイデ

アが出てくるかも分かりません。でも今計画されてい

る事業については、先ほど申し上げたとおり、しっか

りとやれるものはやっていって、そしてお家で楽しん

でもらえるためのラジオ放送とかＹｏｕｔｕｂｅでの

配信を楽しんでもらえるならば楽しんでいただきまし

ょうと。その上で今回これしかできなかったと、今後

100年後に向けて、100周年の時はこれしかできなかっ

たということもしっかりと記していかなきゃいけない

と思います。ただ今回のコロナの関係では、今後のこ

とも予測できません。かと言って先が見えないから何

もできないじゃないわけです。今後に向けてのいろん

な施策を盛り込み、予算配分も考え、そして進めてい

かないことには、尾花沢市そのものが前に進まなくな

ります。 

 先ほど商工観光課長からもありましたけれども、今

後のコロナ対策、どういったものが求められているか、

今この会期中の中でも、いろんな模索をしながら、今

やっている最中でございます。ですから全てが走りな

がら考えていかなきゃいけない。そういった点もご理

解いただきたいと思います。 

 国とて先ほど申し上げたように、コロナ一筋に皆さ

んが国会で頑張ってくれてるならば結構なんですけれ

ども、国会すら開会されていない。そしてコロナ対策

として、尾花沢市はワクチン接種を第１番目に上げて、

そして希望者は８月中に終わり、そして２回目の接種、

今月２日間予備日を取っているわけでございます。そ

れで市として取り組む、一応ワクチン接種は一区切り

をつけるというところまで来たわけです。これとて、

市民の皆さんからその内容を理解していただいて、ご

協力を得てここまで来たわけです。これも市内の医師

会の皆さんが、どれほど大変な思いをして協力してく

れたか、ぜひ皆さんにも知っていただきたいと思いま

す。その上で今後考えれば、３回目も必要なるんじゃ

ないかという声もあります。どんなふうになっていく

にせよ、市としては市民に向けて、これはしなくちゃ

ならないことはやるという形で進むと思います。 

 そのようにして、今回のこのコロナ禍ではあります

けれども、学校は教育の分野でも、今までかつて経験

したことないことを、校長先生はじめ、先生方が苦労

して取り組んでいるわけであって、それに対する教育

委員会の姿勢も、かつてない、いろんな配慮を講じな

がら、ここまで進んで来ているわけです。全てがよし

とは言えないかもしれません。でもできる限りのこと

は精一杯やってきた、そのことはたぶん、ここにいる

議員の皆さんはご理解していただけるんじゃないでし

ょうか。できるだけ学校の先生方にとっても、子ども

たちに卒業していく前に、思い出としてしっかりと残

せるものをということで、学校の授業に取り組んでく

れると思います。できるだけ私たちも背中を押して、

拍手を送って声援していきたいというふうに思います。

終わります。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 お答えしますが、和田議員ご指摘の、例えばオリン

ピック、国を跨いで行っているそういう大きな大会や

れてるのにと思っている小学生、中学生、きっといる

かと思います。それについて私は何も答えることでき

ないんですけれども、子どもたちの身近な中にもやっ

ぱりいろいろな疑問等々、現実的にはあるかと思いま

す。 

 ８月20日から９月12日まで、県のコロナ防止の特別

集中期間があるんですけれども、その期間、県外との

往来を学校では禁じられています。だけれども昨日、

全国大会、東北大会で頑張って来たよという子どもた

ちが、市長を訪問してくださいました。その子どもた

ちは、上位大会につながる大会については禁止するも

のではないと、そういったルールの中で勝ち抜いて、

全国大会で活躍した子どもたちです。そういう大変な

中で頑張ってきた子どもたちもいるっていうことで、

非常に嬉しく思いました。 

 また修学旅行に関して言いますと、７月行った子ど

もたち、県外の旅行もできました。ところが現時点で

は県外は禁止になっています。さらに今後また増えて

ですね、もしくはまた増えて、例えば緊急事態宣言、

蔓延防止等の指定があったり、あるいは直近一週間の

10万人当たり15人を超える感染者が出た場合等々の条

件がくれば、その旅行すらできない状況もあると。こ

れは矛盾ではなくて、やっぱりその都度その都度のル

ールに則った対応だと。できないという場合、できな

いだけでなくて、その理由もきちんと説明していく。

そういうことが必要かなと思っています。 

 ただ子どもたち、学校は、大変な工夫をやりながら、

先日、運動会見せていただいたんですけれども、実施

しているなと思っています。さっき今の子どもたちは

コロナ世代と言われるんじゃないかと話ありましたけ

れども、コロナ世代の子どもたちは、きっと知恵を出



し合う世代、あるいはⅠＴに長けたそういう世代、特

化した世代になっていくんじゃないかと、一方の希望

も持っているところです。でも、子どもたちが今持っ

ている力を最大限出せるようなバックアップしていき

たいと思います。以上です。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 和田哲議員。 

◎10番（和 田   哲 議員） 

 大変心のこもったご答弁ありがとうございます。子

どもたちですね、コロナ禍であるからこそ、こういっ

たこの体験をですね、共有財産にしていくのかなと私

思っております。市長の強い思いについても大変伝わ

ってきました。市長はですね、任期満了まで１年を切

りました。コロナ禍であるからこそ、今だからこそで

すね、市長が就任された時の、人に優しくあったかい

市政が求められているのかなと、そういった部分が注

目されているのではないかなと私は思っています。 

 子どもたち、子どもたちと申し上げました。やはり

あの世論の中にもありました。選挙権を持たない子ど

もたちというのは非常に我慢しているのかなと思われ

ます。大人たち以上に我慢しているのかなと。ぜひで

すね、子育て日本一を掲げる尾花沢であります。ぜひ

難しい判断の繰り返しだとは思われますが、市長、教

育長のもとですね、賢明な判断をこれからもよろしく

お願い申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと

思います。 

◎議 長（青 野 隆 一 議員） 

 以上で、和田哲議員の質問を打ち切ります。 

 本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。 

 

             散 会  午後３時51分  


